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林業機械化
§

；

の推進について

の

は，遂次，行政に生かされてきている。

このように，林野庁において林業機械化の合理的推進

施策を検討樹立する中心的役割を果しているのは，この

林業機械化協議会であるが，これは，試験研究県内協議

会一'ブロック協議会一→中央協議会機械部会の協議結

果を反影し，かつ，林業蕊本間題対策実施委員会技術部

会の群議に連結しているものであり，関係各般の人およ

び組織の意見があらゆる角度から十分に盛られるように

なっている。

このような段階で考えられる今後のわが国の林業機械

化の進め方，現在並びに将来の行政施策のあり方などに

ついて最近の動向を述べて象よう。

まず，林業機棚上協議会の動きを紹介すると，協議会

は機械化推進上の問題点を検討した結果，研修，研究，

普及の3専門部会を設置し，各部会はそれぞれの課題を

検討の結果，股近，その報告が行なわれ，協議会はこれ

を群議し，その大要が委員長から長官に報告され，それ

を行政の面でいかにして盛りこんで行くかについて関係

部課の間で検討が始められている。その報告の要旨を簡

単に紹介すると次のごとくである。

（1）研修関係

林業機棚上が合理的に推進されるためには，その指導

者や技能者の増加と資質の向上が必要である。しかしな

がら民有林関係はもちろんのこと，国有林関係でも，こ

のための組繊や施設は必らずしも満足すべき情況にない

ので，今後のあり方として，民有林関係のセンタ･一の設

置，沼田センターの運営，国有林の研修の充実，その

他，種々の問題点があげられている。

（2）研究関係

林業機蜘上技術の源泉となる試験研究は，研究員，施

設共に非常に少なく，また，各研究機関相互間の協力体

制も判然としていない。このような現惰を解釈して試験

研究をより効果的に推進するため，今後のあり方とし

て，国立林業試験場の林業機械化関係の研究組織の拡

充，沼田センターや公立林業試験場のあり方，重要研究

課題，その他，種女の問題点があげられている。

’
■■■、■■■
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伊 藤清三

最近の林業政策は，これまでの資源保続的林業から大

きく脱皮して，資源の増強と経済的林業へと転換しつつ

あることは皆様ご存知のとおりである。

このことをうらずけるかのように，過般，農林漁業基

本問題調査会から答申のあった，「林業の基本問題と基

本対策」においては，生産拡大と生産性の向上，林業就

業者の所得の均衡的増大，構造の改善等を重点的にとり

あげており，林野庁としては，これを行政の面で，ある

いは国有林経営の面で，どのように吸収して，大きな転

換期に来たわが国の林業を誤りなく軌道に乗せて発展さ

せて行くか検討中で，このため林業基本問題対策実施委

員会を設置して，鋭意，具体策を企画立案中である。

申すまでもなく，媛近の農山村における労力不足は著

しいものがあり，林業の機械化はこの面からも必然性を

もって推進されるべきものであった。このため，これ

が解決に対する努力は相当以前からなされており，今後

の林業の近代化推進のバックボーンとなるべき技術とし

て，育種，短伐期林業と並んで林業機械化がとりあげら

れたのは，すでに韮本間題以前のことであり，この基本

問題により再確認されたに過ぎないといっても過言では

ない。

すなわち，林野庁においては，戦後いちはやく国有林

経営合瑠上の一環として林業機械化を強力に推進してき

たが，数年前からは，国有林を通じて林業機披化を合理

的に推進するため種を検討を行ない，昨年5月25日に

は長官通達で機械化推進についての要領が示され，この

要領に基づいて林業機械化協議会を設置し，また，沼田

営林署にセンターを設けるなど着たとこれが努力をはら

っており，林業機械化協議会で樹立された具体的施策

■
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－1－



白

関係では，民有林関係の指導的技術者は沼田センターで

中央研修を行なっているが，都道府県における研修に

は，このようなセンターがなかったので，林野庁として

36年度より公立林業試験場，指導所に林業機械を備付け

て，これを林業専門技術員の林業改良指導員に対する研

修に供する他，民間技術者の研修や展示普及に資するた

めの補助金の交付をすることにしている。この措置ば，

都道府県の林業試験場健，単に試験研究の場としてだけ

でなく，普及のセンター的性格をもつべきであるという

方針につらなるものである。

なお，沼田センターは，国有林民有林を通じてのセン

ターであるが，今後の民有林機械化を急速に推進するた

めには，どうしても民有林専門のセンターが必要である

と思う。

また，民間メーカーに対する機械の試作については，

なんらかの奨励方法を考え優秀な機械の進出を期待した

いと考えている。

さらに，最近，労働省では林業労働安全基準規制を公

布したが，この規制は安全のためのものであるにして

も，これがこれまで一部で行なわれていた経験と勘によ

る作業を脱却して科学的な作業を推進する一助になるも

のと期待しているので関係者のご協力を願いたい。

以上，はなはだまと輩りのない文になってしまった

が，編集者の求めに応じて筆をとって歌た。この文が林

業技術者の皆様にどの程度参考になったかわからない

が，少なくとも今後の林業の近代化のためには，林業機

械化は欠くことのできない重要事項であり，これからの

林業技術者は林業機械化に大きな関心をもたねばならな

いことを再認識していただいたら幸甚であるc

私は，林業機蜘上協議会の事務担当者として，この重

大なる時期に，この重要課題である林業機械化の問題に

とりくんでいるが，これは，私共，直接の関係者だけ努

力するのでは十分ではなく，広く林業関係者全般の協力

が必要であることは論をまたないところである。

今後の皆様のご協力ご支援をお願いして筆をおくこと

とする。

（3）普及関係

林業機械化を促進するためにば，林業経営における林

業機棚上を正しく普及する必要がある。このため，現

在，種灸の組織や方法で普及を行なっているが，これら

を総合的に検討して効果的な普及を推進するため，今後

のあり方として，林業磯械関係普及職員の増員や制度の

問題，国有林，民有林間の連繋や磯械化協会，メーカ

ー，商社との関連，展示実演会や印刷秘映画，スライ

ドの製作等の普及方法の問題，その他，種凌の問題点が

あげられている。

（4）共通関係

各専門部会の共通問題として，民有林機械化推進のた

めの助成施溌，諸外国における林業機械化推進情況を把

握し工わが国の林業機械化推進に資するため関係者の海

外派泄，その他の問題点があげられている。

以上の各事項はいずれも林業擬鯛この合理的推進上重

要な問題であるが，これらは行政面で指導しなければな

らぬ湯合，法的措置を必要としなければならぬものもあ

り，あるいは予算的措置を講じなければならいもの等な

かなか多い。も･らろん，これらの問題には，今，早速，

実施に移せるものもあるし，また，今後数年の準備期間

を必要とするものもある。

しかし，国有林の場合は，伐出関係は大体において林

業機械化が軌道に乗りつつあるが,造林機械化はようや

くその緒についたばかりであり，民有林の場合は，パル

プ業界などにつながる一部の大規模経営の場合を除い

て，大部分はその緒についたばかりであるので，当面，

前に述べたいろいろの問題とからんで，これをいかにし

て合理的に軌道に乗せるか，特にこれまでほとんど機械

化の行なわれなかった中小規模林業の機械化をどのよう

にして推進すぁかが重要課題である。

このため，差当って現在，試験研究関係でば，造林機

械化と中小規模林業の機械化に重点を置き，前者につい

ては国立林業試験場で，後者については応用研究徴によ

りその解決点を見出すことにしている。次に研修，普及

■
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林 業機械化促進

のためさらに・

積極的な行政・

措置を望む．．

藤本和平

今回日本林業技術協会の機関誌「林業技術」の特集号

として林業機蜘上の問題がとりあげられることになっ

た。林業技術が発刊せられてからすでに十数年の歴史を

持っておられ，われわれ林業技術者にとっては，そこに

掲戦せられるそれぞれの記噸はその時･々における技術界

の指針として常に重要なものであった。その長い歴史の

中において今回特に林業機械化について特集号を出され

るに至ったことは，それだけでも機械化の歴史の中で意

義の深いものと思う。

私共も及ばずながら昭和24年に林業機桝上協会力穀

立せられてから今日まで，この問題に専念し機関誌「林

業機械化情報」も本年度をもって100号となり，そこに

掲載された論文も数百を数えることになった。

いうまでもなく，林業の機蜘上については，われわれ

の先輩によってその扉が開かれた歴史はかなり古い。機

桝上への構想はあの原始的な生産過程の経験をもったも

のであれば，誰しも一度や二度は抱いたに違いない。と

ほいいながら機械化の実は結ばれないままに数十年を経

過してようやく終戦後に国有林が本格的にこの問題をと

､りあげることになった。機械化への要望はまず企業を合

理化しようという目標からスタートが切られた。各種機

械の研究，試作，導入という過程を繰り返し繰り返して

いる中に幾年かが過ぎ去った。ところが突如として起っ

た昭和29年の北海道の大風害に班遇することとなって，

風害処理のためにここに始めて機械の力にたよらざるを

得ないことになるとともに本格的に大鼓の機械が導入せ

られることになった。終戦後機械化への綱想を立案せら

れた先輩諸氏はこの事を予期しておられたわけではなか

ったが，企画合理化への理念があの風害処理に大きな力

筆者・林業機嗣上捜会々長

となったのであった。爾来国有林の素材生産事業は年を

追うと共に機鯛上のテンポを早いつつある現況である。

とはいいながら一度現地を訪れるならば，そこには機械

の経済性，能率化，技術および技能者の不足，作業仕組

の再編成，工程処理，労務問題等を，機蜘上への道は必

ずしも克服されたとは申し難い。

一方造林，治山，林道各事業の機械化はまだまだとい

った現況である。かつまた目を林業全般に注ぐならば民

有林の機械化はほとんど未着手といっても過言ではな

いo

昨年5月林野庁は国有林，民有林を問わず林業機械化

を推進するために長官通達をもって都道府県知事，営林

局長に対して「林業機械化推進要領」なるものを出され

た。その内容の詳細は省略するが一言にしていうなら

ば，国有林，民有林を一本に考えて，機械化の問題を審

議する長官の諮問機関をつくり機械化の基本方針を協議

すること，前橋営林局管内の沼田営林署内に機械化セン

ターを設けて技術者の養成や，試験調査に必要な施設を

行なうという程度のものである。

私どものゑるところによれば今や機械化への関心と要

望は昔日のそれでない。いつもいわれることであるが，

今や日本の林業は大きな転換期に来ていると。なかんず

く山林労務者の不足は各地方において顕著になりつつあ

る。日本経済の実体を正視するならば，それにはそれだ

けの理由があるのである。林業は土地と資本とだけでは

経営できるものではない。この労務対簾一つとりあげて

ゑても機鯛上は焦眉の急務である。それにしても機械化

をはばむ事情はいくらでもある。この悪条件を克服して

機械化を促進しなくては林業の自滅である。

私どもは機綱上の歴史が示すとおり並一とおりでない

困難を思うとき，今正に機械化の促進に対して先に機械

化推進協議会が林野庁長官に答申された内容について，

仔細な検討がなされ，少なくともその内容に含まれてい

るような行政措置が速かに次から次へととられて行くこ

とを熱望してやまないのである。

･･－－－3－－－
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林業機械化センター

の現状と将来
②
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センターの生れるまでのいきさつ

林業機械化セソターの現状と将来を展望する前に，セ

ンターがどうして生れてきたか，その背景となった問題

点について論及するのも，その理解を深めるに役立つこ

とと思われるので，簡単にふれて象たいo

もっともこのセンターは林業機械化の発展過程におけ

る必要性から生れ鵬たもので，従ってセンターそのもの

の生れたいきさつは当然わが国林業機械化の歴史的発展

を論ずるにも等しい。しかし機械化の発展史については

多くの論文，あるいは印刷物にもありここではこれらと

の重複をさけ，あるいは機械化の進め方に対する考え

方，理念をできるだけさけて論述したい。

ご承知のとおり国有林野経営事業が企業特別会計制度

によって運営されるようになってからは従来の消淡経済

的官庁事業から経営経済的な企業体に名実共に変化をと

げるに至り当然の要請として企業の合幽上，生産性の向

上がとり上げられた。ここに林業機械化の問題は国有林

としての重要施業の一藻として取上げられたのである。

もっとも林業の機蜘上はこれを磯会として突然起った

問題ではない。産業革命以来，事業のあるところには必

ず機械化の考え方は生れてくる。林業においても局部的

にほ大正末期よりすでに機碗上の問題はとり上げられて

来たのであるが，経営全体として大きく機鯛上の問題を

とり上げられたのはやはり前述の機会が契機となったの

である。

しかるに当時は第2次大戦後のあらゆる資材類の欠乏

している時で，当時の機械化促進の大きな除路はそれに

必要な資材の入手であったが，他産業のそれよりばろか

に立遮れている林業の機械化にはこれに加うるに新しい

林業織械を作り出さねばならないという悪コンディシ認

ンが積重なっていた。幸といってはどうかと思うが，戦

後の産業界の混乱，なかんずく機械工業界の混乱が優秀

な機械技術者並びに機械工業をして林業機械製作に目を

向けさせる結果となり，次なに新しい林業機械が試作さ

れるようになり，遂次産業の復興が資材入手の円滑化と

共に数多くの新規機械が中央の統制の下に現場に導入さ

れるに至った，しかし後年人力作業になれ切った現場に

対しては機械の導入はスムーズには行かなかった。その

上林業そのものの，作業条件の過酷さから来るそれに適

した機械のむずかしさもあり，機械化のテンポは遅食と

して進まず，他産業の目覚しい発展と対比してその前途

の多雌を思わせたが，しかし企業上の至上命令としての

機郷上はそれを放置するわけにもいかずStepbyStep

の第一歩として機械の総花的導入をやめ，各局に1署ず

つ機郷上標準営林署を指定し集中的に機械の導入，機械

使用技能者の養成を計ることにした。従って当骸営林署

を中心とし機械技術者は林業機械の研究，林業技術者は

機械使用技術の研究の場として活用することになった

が，全国14カ所にできた機械化標準営林署ではあ室り

にも多すぎこれが運用の面では中央の考え方が十分反映

しえないうら承があるとともに機械そのものも次第に統

一化され，安定してきたので，全国を3ブロックに分け

北海道に1カ所，内地に1カ所，九州に1カ所試験地を

設定することに方針を変向したが時たま北海道に未曾有

の風倒木が発生し，すべての機械化の重点を風倒木処理

に向けた次第である。これを契機として機械化は従来燈

も後進的であった北海道が飛躍的に進展し，ようやくに

して林業機械そのものもある程度安定を見，ここに第1

段階としての機械化の普及が計られた。昭和31年に入

り各局，各署の機械化もそれなりの独自の発展を遂げた

が，国有林の機械化のモデルとなるべき現場の出現と集

中的に今後の機械化の進む方向の実験地としてあるいは

機網上要員の訓練の場が国有林の蕊ならず民有林関係者

よりの強い要望により沼田営林署を機械作業実験営林署

に32年8月に指定された次第である。由来，沼田営林

署でば，各種の林業驍械を導入し，その現地実用化試

験，あるいは機械そのものの適応性の試験を遂次実施す

るとともに，署内作業員に対する機械使用技術の再訓練

を行なうとともに，磯城要員訓練のための宿泊施設，教

室並びに実習場の建設を行ない研修態勢の確立を計ると

《
三

一
一

一
Ｊ
』

筆者・前橘営林局鑑査官
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ともに34年4月より研修が開始された。一方実験につ

いては林野庁が林業機鯛上協会に調査を委託した集材機

自動繋留搬器の試験を2カ年にわたり実施するととも

に，林業試験場のトラクタ試験，あるいはブッシュクリ

ーナー試験等も実施され，ようやくにしてその実験，研

修態勢が確立された。昭和35年8月に入り，長期研修

として各局より1名ずつの研修生を受け入れ，1年間の

長期研修が開始され，これがための宿舎，事務所を早急

に建設した。これらの研修生に対しては実地を主体と

し，時を講義を入れ，あるいは各人に研究テーマを与え

まとめさせるという方式をとっている。その他としては

35年度より民有林関係の研修をも受け入れ，全国のS.

Pを対象として機械の研修が行なわれ今後はますます民

有林機械化の気運，あるいは架線技士の資格問題と相ま

って民有林関係の研修が活溌に行なわれるであろう｡．

林業機械技術指導所は根利に置き，事業所設畷法によ

る事業所的性格をおびセンターの管理業務を行なうこと

になった。営林署の運営体制は上記の組織であるが，な

お林野庁一営林局一営林署の連絡，あるいはセンター運

営上の企劃，問題点の解決のために前橋営林局に機械監

査官が配置され，作業課内に機械指導係を設麗し当該業

務を処理している。

もっともセンターの基本的な運営については林野庁で

定めた林業機械化推進要領にある，林業機蜘上協議会に

より定められることになっている。

さて現在のセンターの施設の概要をのべると昭和35年

度たまたま奥利根経営計画に対し経営計画の編成が行な

われ，その際上記の約6,000haの製品事業林に対して，

実験，研修のための特殊の経営方針が組まれた。

当該林地一帯ば針葉樹林，針広混交林，広葉樹林を含

んだ天然生林と，スギ・ヒノキ・カラマツ等の人工林で

次表の森林構成をもち，蓄積も豊當で，地形も千差万別

で各種の林業機械作業には格好の対象林である。

試験研修対象林面積および蓄積
昭和35年1月現在

ー

且

＝

EF．，I
淵

| 面積蓄積備考種別

'{
N191.071nf

人工林|2.244.38ha
L10.8251Tf

N73.463nf』
戸

天然生林

㎡
㎡

８
０
７

３
Ｑ
“

３
６●
３
８
５
２
３
６

Ｌ

林業機械化指導所全景

1

’無立木地

計

425.64ha

センターの現況

機械化センターは_上野駅から上越線に乗り，関東平野

を走ること2時間あまり，左右に榛名，赤城の秀峰をな

がめつつ，正面に谷川岳の偉容が見え始める奥利根の咽

元，沼田市を経て，自励車で約1時間利根川の支流の渓

谷を走ると丁度赤城の裏面になっている山奥の小さな部

落根利に到達するが，ここにセンターの施設がある。根

利部落は沼田営林署の直営生産の拠点として昭和22年

より事業所，貯木場が設定されており周囲6,000haの

国有林が製品事業林となっているが，これの国有林を対

象として実験林的性格をもたせている。

さてこのセンターの運営であるが，センターの性格よ

り，この業務を営林署本来の業務から分離するため署内

に昭和35年度に磯械課を新設した。その組識図としてば

鳶讓瀦|$75"hall蓄職省略一

’’
計 |6.153.32ha

畷議鯉嶬“
営林署長→管理官一・機械課長一 実習場に並んだ研修用集材機

実習建物内部（建物40坪）

次に建物関係の施設については次のとおりで，これ以

－5－
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付属
品共

外に今年度（36年度）は昔使用された林業機械の展示室

を建設するとともに，ブルトーザー等の車輌類の運転実

習地を建設する予定である。

建物，工作物等

8001{キュ ツペノレ

(スイス）自走集材機

集材機付属品
〃

〃

〃

〃

繋留搬器

刈払機

〃

〃

〃

〃

〃

穴掘機

スマックウインチ

計

車軸

マイクロバス

ニッサンジュニア

計

器材

鋼索

〃

〃

〃

〃

ナイロソロープ

電話機

チルホール

レバーフロック

ワイヤカッター

手捲ウインチ

綱索捲取磯

ステーアソカー

人工支柱

安全ボビン

集材機付属品

特殊クランプ

天幕

シ－卜

計

教材

カツi､エンジン

ワ
ー1

南星

塚本

金崎

岩手

森藤

9'’
4271
99

297i

381

243

1341
1001

247

254

274

2201

１
１
１
１
１
８
２
２
２
２
２
２
２
１

里

称｜大きさ型式|錘名

機械研究所教室

〃実習場

〃宿泊所

〃油倉庫

〃休養所

〃議蕊
機械要員宿舎

機械展示室

施設電話

連絡道路

上水道

門

センター内電話

、計

千門
1,208

2,519

4,195

326

477

坪
〃
０
０

４
今
４
今

建
識
家
平
平
高
造
骨
木
鉄

1，

KSD
一
立
ラ
狗
・
ツ
ー
ｊ
和
マ

ケ
共
ブ
く
マ
ヴ
蝕
健
ス

エス

!’
く 、
〃
４
今
０
、
ノ
－
〆
・
０

３
４
↓
１
０
０
５
０
３
０

７
１
１
２
４
９
１
１

″
〃
〃
″
〃
″
だ
〃

く
く

建
建
建
建

階
ク
階
家

逢
”
塗
〃
平
造
造

木
プ
木Ｉ

ユキング

f600

オーガン

ツシ

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

カラ

ゼノレ

2，857

340

4,000予定

75

599

370

20

100

17,086

式

ツク

《
」木

木

I
328

248

805！1，

14

37

ｍ
ｍ
Ｏ
０

|いすずｴﾙﾌ’

｜‘｜’
1,030

730

1,7601

研修または実験用として現在まで整備したものは次の

とおりである。

研修用機械
東灘乱24m
〃6×7C/L16m

〃6×19%12m

〃6×19%10m

〃6×19%8m

9影

トランジスター

J－B型

LB-8型3t

8.1

＃
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谷藤TE

岩手Y25

谷藤

岩手

藤林式Ⅲ型

.1/4淫モー

5139チエンソー

〃

〃

大型集材機

〃

集材機付属品

〃

刈払機

丸鋸目立機

計

実験用機械

チーエンソー

１
５
４
３
３
１
１
０
２
３

3

590

820

3，288

3，985

365

297

2，275
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5
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４
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１
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6
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一
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6

31

TOMBO 30

ター‘付 122

６
４１

3

1

9〆
○
Ｆ
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マッカラー

1-70(米）

ふじラビット

ホームライト

7-19(米）

南星K-2

塚本E-107A

金崎PB

岩手Y-28

谷藤TE-59

森藤SDY-352

152

124

156

408

530

435

750

777

1,330

１
１
１
１
１
１
１
１
１

丸山鉄工 0

〃

２
３
７

31

811
〃

小型集材機

〃

〃

中型集材機

〃

大型集材機

31

2，270

ディーゼルいすず
DA120,

ウィスコンシン
空冷ガソリン

6541
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｜
’

１
１〃

－6－



林業機械化センターの現状と将来
一
一
一 品

記

カツテソグサンプ刈払機藤林ⅢI型ノレ

索張実習用模型TU型

立体地図試験研修対象林

計

索道

1 プラニメーター1150

灰火炉亜細亜号1180

講一､｡〆F典麗鍵‘，‘計728

センター建設以来実行された主な研修並びに実験につ

いて列挙すると

昭和34年度研修業務実績

０
３
５
６

８
４
９
５

２
７
，１

1

9

1

ｆ
Ｆ
Ｉ
０

’

ユ
ー

q‐

林野庁標準型索道
エ型

〃 江型

薪炭用軽架線

索道用鋼索

|森林

|尾鷲
|南星

L

風圧ガ

S字

一

ナ
線
（
曲

お
”
饗
甥
媚

２
８

1

１
１
０
０
０
０
０
０

研修内容'1主催｜期間参加人員
造林機械研修現地実習林業講習所6月中旬14人

事業課長研修前橋営林局6月下旬81人

製,儲事業所主任研修〃ア月蝋為60人

ﾁｴﾝｿー指導着研修林業講習所7月鍋間27人
生産係長研修前橘営林局10月上旬30人

造林機械研修〃10月下旬16人

帝産サンロ

ｍ
、
ｍ
ｍ
ｍ
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ｍ

フ
、
ｍ
ｍ
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ｍ
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ｍ

－
躯
Ｆ
妃
Ｌ
狸
、
８
６
５

30

60

C/L

昭和SRA
〃
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０
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１

１
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23
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〃

＝
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〃
〃
〃
計

日

″
〃
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〃
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〃
〃
〃

｡’ 昭和34年度実験業務実織
1，

実験用務｜主催｜期間雁器棲類

卓上研磨機

ボルトメーター’

=ﾝプ”ｼ．ﾝ｜ケージ

鞠堂-ジ｜
万力

小型電気テスター

音量計

稼働計

クラプトダイヤ測
定器

ワイヤーロープ細
工工具

油圧計

速度計

テンションメータ

潔難鱸|‘
凸

I
森藤AY-1型小型集材
機試用

岩手Y-27型小型集材
機試用

トラクターCT-25及フ
アガーソンによる苗畑拡
張作業

O、Rによるトラクター

トラック運材比較調査

集材擬自動繋留搬器比較
試験

自動繋留搬器実地試用

●
１
．
１
２
２
。
’
３
。
１
１
△
で
１
１
今
３
１
△
１
凸
１
今
１

４
今

月下旬

月下旬〃〃’5

5月下旬～
沼田署

6月上旬

月下旬

L

林野庁I9

10月中旬～
機械化協会

〃

11月上旬

11月中旬
4
凸

昭和35年度W確実級
F－

研修内容｜主催|讃｜期間
造林機械研修

沼田営林署担当区詰
員実務研修

昭和35年度営林署担
当区詰員教練

昭和85年度管内事業
課長研修

機械実務養成要員研
修

林業専門技術者研修

昭和35年度機械作業
専門指導者研修

造林機械研修実習

昭和35年度農山漁村
建設青年実践活動要
綱にもとずく林業技
術研修

前橋

沼田

前橘

前橘

林

林

林業

林業

営林局

営林署

営林局

営林局

野庁

野庁

講習所

識習所

７
１
９

１
２
８
１

●
。

●

■

詫
再
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詫

１
１
１
１

●
●

●

ゆ

６
７
８
８

７
４
０
２

１
２
６
３

30t

〃自記記録計｜計計

その他

16mXn映写機

8nlm撮影機

8nlrn映写機

〃タイトラー

〃編集機

．ビア

テープレコーダー

縮図機

9

2001

129
8.16-(一年間）

東日本9.1-9.10
西日本9.14-9.23

9．26-10．29

11．15-11．19

14

27

23

14

１
１
１
１
１
１
１
１

エノレモ
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品：林業機械化センターの現状と将来三

昭和35年度実験実績 6．造林作業と伐採作業との同時実行方法

伐採作業は造林の準備作業と考えた場合，従来の伐り

放しの伐採でなく伐採作業を進めながら地栫えも実施す

ることは，機械の稼動にも効率的であり，近年林業労働

力の不足にも対処しうる道である。なお植栽，下刈等の

作業も伐採と季節的な労働力の配分を計ることにより林

業労働力の安定をも検討していく。

7．造林作業における人力と機械力との作業後におけ

る林木生長量の比較

造林の機械作業によると地表状況が従来の人力作業と

著しく変化するのでその後の林木生長には相当影響を受

けると思われる。

8．車輌類の林地導入の限界

林業機械化の今後の問題としては林道網の整備により

大型機械の林地導入を計る必要があり，そのためにも移

動性のある，すなわち車輌の林地導入が多く計られる

が，その限界に対する検討が必要である。きた従来わが

国の林地はおおむね急峻地といわれているが詳細に林状

を分析すると，近代の機械の発展と相まって相当車輪数

が導入しうる。

9．機械導入に必要な土質の試験

従来林地に機械を導入する場合その基礎となる土質に

対ずる解明がなされていなかった。ことに穴堀作業等の

刃の材質等はこれら基礎資料を絶対に必要とする。

10．各種機械の稼働率の測定

林業機械は工場機械と異なりその稼働率はおのずから

考え方が違う，たとえば集材機を例にとると架線作業の

場合は1週間に1～2時間，メーンケーブルを張り上げ

るときの承実働するが，その期間中やはり集材機は必要

である。これ等の観点から稼働率を確立すべきである。

以上の個々のテーマ以外に経営全体に対しての機械化

のあり方等広い範囲にわたり研究すべきであろう。

次に研究については最も立遅れている林業技術者の機

械知識の向上と使用技能者の養成を中心とし，民有林，

国有林を問わず実行する態勢を整えておるが，機械の研

修に対する考え方としてば，現在実用的な機械を中心と

した基礎的分野から応用堂で教え込む方法と新しい機械

に対する新しい使用技術を教えるのと二つの道があり，

前者については相当長期を要する。また研修対象者によ

って，すなわち機械化の企劃，指導を相当する指導技術

が，実際に使用する使用技能者の養成力により，そのや

り方がおのずから異なってくるが，当センターの今後の

運営としては前者に主力がある。

この他に磯蜘このP.R的問題としては現在実験林の

中で行なわれている年間1万5千nfの森林生産事業を

徹底的に機械化するとともに，林道鼻造林作業等の機械

化も大いに促進して行き林業機械化のモデルとして名実

共に充実し，あるいは機械展示室を通して一見して機械

化の歴史的展開を理解しうるようにしたい。

実験内容｜主催期間

伐採事前地鋳調査鮒菖艫528-実行中
灘蕊脅鑿蕊の性林業機械化協会8.1-8.20
下刈機による地栫f鐸の
功程労務者の稼働状況及林業試験場9.13-10.･
疲労度に関する調査

亜細亜式製炭窯使用試験沼田営林署9.23-10.7

スクラップハーベスター前橋営林局9.25-実行中“椿機)試作試験

マイテイー手袋使用試験沼田営林署9.30－実行中

2ｻｲ'ﾙｪﾝジﾝ廟ｵ|澗田嘗林署唱2-襄行中イル使用試験

毛

《
．36年度に入り研修計画は国際色も帯びて来35年度の

計画にさらにコロンボ計画による林業機械関係の研修が

2回計画されており一つは約4日間もう一つのグループ

は約1カ月間，その他架線技士の資格試験実施に伴う研

修として全木連，全森連等がそれぞれセンターを使用す

る計画を立てている。

この他にセンターのもう一つの重要な機能としては林

業機械化の普及であるが，これについては見学者の来訪

が年間延1,000人を下らない状態である。

センターの将来

センターの施設については過去3カ年の間に相当の充

実を見たが，ますます重要性を増す機械化センターの使

命を円滑に実行するためには，やはりこれが運営の機樅

を抜本的に改革する必要がある。今後のセンターの実験

業務についてはわが国の林業機械化の方向として必要と

思われる項目を中央で開かれている機械化協艤会の議論

の経過を考えながら列挙すると次のとおりであろう。

1．機械作業と林道計画との関連性について

このテーマについては従来の林道計画が人力，畜力作

業を中心に考えられてきたが，機械作業を前提にした場

合の理想的な林道網のあり方を検討するとともに，セン

ターにおいて理想林道網を具現化する。

2．機械作業仕組の単純化

作業の工程が複雑になればなるほど作業コストが増加

するので機械作業の仕組を合瑠上し工程をどれまで減少

できるかを検討する。

3．林道工事の機械化施工法

最近オーストリアにおいてブランツ・ハーフナー教授

が林道の機蜘上施工法を発表したがわが国でも遂年激墹

する林道工事の機械化施工法を確立する必要がある。ま

た林道工事と類似性のある治山工事についても同時に機

蜘ヒエ事の研究を進めて行く。

4．各種機械作業方法の標準化と改善

5．造林地栫え作業の機械化

↓

‐

一
一
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ダ・アラスカなどの機祇化林業を視察して大きなプラス

になったと思うのは，機蜘上作業そのものをくわしく見

られたということの外に，彼国における本格的な林業ば

人間の足や手を使わない林業であって，そこには私たち

とは別の観念の林業があるということを認識できたこと

である。人間が全く山を歩かずにやれる林業，人間が全

く樹や土に手を触れずにやれる林業，換言すれば完全機

械化の林業がアメリカで始まりつつあるということは驚

嘆すべき事実といわねばならぬ。そこにはすでに第1次

生産，第2次生産という区別はなく，ただ機械化あるの

承である。

周知のとおりアメリカの農業はすでに完全に人力と畜

力を放遂してオール機械の近代農業に転換し，かっての，

土百姓はすべて田園の紳士に昇格している。開拓から3

代目位のファーマーの中には都会人の一般レベルよりも

はるかに高い生活水準で人生を楽し拳，教養を身につ、

け，キャデラックを持つ身分の人が沢山いる。林業もま

た濫伐と山火事の時代から一足飛びに農業の後を追って

同じ方向に突進しつつある。これを裏書きするものが，

アメリカ・カナダを通じて勃興しつつあるトリー・ファ

ームの運動である。トリー・ファームはしばしば農家林

などと訳されているが，日本語の観念とは全く異る。む

しろ集約林業地と訳した方が適切であろう。そこには天

然林のような大径木がなくて，日本の森林のような育林

された林木があり，そこでの働き手は大型の集材機やト

ラクタではなく，トリー・ファーマーという名の全輪躯

動式小型タイヤー・トラクタである。林地は農地に,林

業は機械化農業に近づきつつある。地栫えも，植付け

も，育種も肥培も撫育も保護もすべてが機械作業を前提

として考えられているのである。日本にもやがてはこう

いう時代が来るのではないか。曲り角に来てしまった以

上，その先を見きわめておかねばならない。

江機械化林業の根幹は林道

北米の本格的なロッギングはとことんまでトラック．

ホーリングである。伐採地の奥の奥まで大型ブルドーザ

でりっぱなトラック道をあけて行って20～30tという

大型積込機を超大型のトレラーに積んで山上まで運び込

むことが常道である。集材トラクタやハイリード式の集

材機はその付近わずかに100～200mの集材に使うにす

ぎない。従って西部の林業地で，誰かにどんな作業仕組

で仕事をしているのかと質問すると，きまり文句のよう

に，自分の所はトヲックホーリングだけだと答える。現

場に行って承ると1､ラクダや集材機も使っているが，彼

らがそれを問題にしていないほどトラックすなわち林道

の比重が大きいのである。

私は初めはアメリカほ資源が豊富だから林道がない所・

では林業をやらないのだと解釈していた。道路のない森

林業機械化の動き
■
■
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０
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加 藤誠平

:[.日本林業の曲り角

先般林野庁の機械化推進委員会の答申が行なわれ，国

有林民有林を通じての林業機械化が行政的に取上げられ

る筋道が立ちかけてきたことはご同慶に耐えない。メー

カーや輸入ディーラーの話を総合して見ても，ここ1～

2年間にチェーンソー，集材機，索道機械などの売れ行

きは急速に伸びている。またソ連のトラクタ，ドイツの

ウニモク，スイスのキュツペル集材車など新しい機械も

逐次輸入されで試験が進められているし，沼田の機械化

センターや秋田の研修所なども機械要員の養成に忙殺さ

れている。北海道の風倒木処理をきっかけに，機械化ほ

やって承れば案外うまくやれるのだという自信がついて

きた矢先，林業全般に対する昨今の労力不足ほ，機械化

の必要性を本格的に認識させる契機を作りつつある。低

賃銀の上にあぐらをかいていた旧時代的日本林業が，今

や好むと好まざるとにかかわらず，高賃銀と非能率をな

んとか克服して，生産性の高い近代林業へと脱皮して行

かねばならぬ時期にきたようである。貿易自由化の傾向

は今後ますますその必要性に拍車をかけるであろう。こ

ういう意味で日本林業は一つの大きな曲り角に来たと思

うのである。

ヨーロッパの学者は林業を第1次生産（造林部門）と

第2次生産（伐木運材部門）に分けているが，今まで機

綱この焦点が主として後者に置かれていたことは内外共

に同じである。それがこれからは両部門を含めての全林

業生産が一貫して機械化され合瑠こされなければならぬ

段階に来たことは確かである。私はかねてから，日本林

業にほ何百年かの歴史をもって育ってきた芸のこまかい

技術があり，その上にヨーロッパから吸収し消化した優

秀な科学の裏付けがある，これをどこまでも生かしてい

けばアメリカやカナダのような，金にあかせてやってい

るという感じの，大まかな機械化はまねする必要がない

し，またやれるものでもないと考えていた。この考えの

前提には，樹は人間が山に登って手で植えるものだとい

う宿命的な先入観があったようである。昨年北米・カナ

＝

生

一

筆者・東京大学教授

－9－



加懲：林業機械化の動き

林地帯はインアクセシブル・フォ･レストとして経済林か

らはずしている。そんなところで林業をやらなくてもす

むからやらないのだと解釈していた。しかしこれは大き

な誤りらしい。労銀が1時間2～3ドルという高賃銀で

あるから,機械が入らない所ではロッギングは仕事にな

らない。つまり道路がなければ林業がやれない，林道が

無い所には林業が成立し得ない。こう解釈しなければな

らないのである。アメリカの林業人が造林技術のこまか

い芸に身をやつす以前に，なに物にも先行してりっぱな

林道網をどしどし建設してきたのは，それの象がアメリ

カ林業のバヅクポーンだということを強く認識していた

からにぼかならない。決して金持ちのぜいたくではなか

ったのである。

日本の人口は般近顕著な都市集中を示し，農業人口は

激減している。政府の政策はこれに拍車をかけているよ

うである。とすれば今まで日本林業を支えていた淡山村

労働力は激減していくであろう。貧弱な林道しかないの

に，曲りなりにも林業をやってこられたのはこの低賃銀

の労働力の故ではなかったか。林野当局の立案した長期

林力増強計画，拡大造林，早期育成林業，生産性向上と

いった一連の施策のほとんどすべてが，このままでは実

行不能に陥るのではなかろうか。もちろん林道拡充計画

もその中に識込まれてはいるが’平地に乏しく，地形の

複雑な山岳林を主体とするわが国で,1ha当り5mや

81nの林道網では問題にならないであろう。単位面積当

りの蓄積が少ないわが国では集材距離を100～200mと

するのはもとより無理な注文であるが，仮に500～1,000

mの集材距離を許容するとしても，すべての林地がその

程度の集材距離で作業できるだけの林道網は絶対最小限

度の必要堂だと考えねばならぬ。これを現在の林道密度

と比較して，根底から考え直す必要がある。今までの日

本林業は林道投資においてあまりにも先見がなさすぎ

た。

ドイツは第1次大戦後間もなく林鉄をトラックに切り

替え,さらに集材距離を200～300m以内にする林道網

の整備を必死に行なったということである。オーストリ

ヤのような小国でも第2次戦争後般近数年間に5,000km

以上の林道（トラック道）を整備した。スイスでも古い

橇道や馬車道をどしどし自励車道に改修している由であ

る。ヨーロッパ諸国では，このような林道を根幹とし

て，ウニモクやウインチで短距離集材を行なっており，

日本のような長距離集材をすることはまれのようであ

る。ヨーロッパでも農山村の労働力と馬匹数は激減して

いる。そしてヨーロッパもやがてはアメリ力のようにな

るであろう。その時に備えて蒲盈地歩を固め，怠りなく

研究を進めているのである。その一端は私が昨年くわし

く「林業機鯛上情報」（シリーズ）に紹介したとおりで

ある。

トラクタよりも象を使ったほうが有利だという印度は

別として，わが国は少なくともヨーロッパ諸国について

行けるだけの施策を今のうちにとらなければ，早晩取り

返えしのつかぬことになりはしないか。現在木材価格は

よい。山持ちが売り惜しみさえしなければ，材はまだま

だたくさん出るはずだという考え方があるとしたら，私

は大いに警鐘を打ち鳴らしたい。林業を斜陽産業にした

くないからである。

Ⅲ、林道工事の機械化

ところで日本林業を破滅から救うために，上記のよう

な画期的な林道計画に対し，国営事業も私企業も，さら

にまた治山治水，観光などの公共事業投資も含めて，大

林道投資が実現すると仮定して，はたして現在のシステ

ムでそのような林道事業が実行可能かという問題にぶつ

かる。この外にもまた労力不足と高賃銀を克服しなけれ

ばならない。私は過去10年このかた機会あるごとに林

道の機械化施工の重要性を力説してきたつもりである

が，まだ日本の林道工事の大部分が旧態依然たる人力作

業に依存しているようである。この点では森林開発公団

に対する期待も裏切られた。

やりさえすれば，工費も安く，工期も短く，しかも質

のよい道路ができるということは，すでに各地において

実験ずゑであるにかかわらず，それができないというの、
はシステムの問題であり，それは今日からでも人為的に

直せるはずのものである。それができないというのは，

世にも不思議といわねばならない。

岩手大学の上飯坂助教授の最近の研究によれば，小松

D-50,NTK-4級ブルドーザによる林道工事と在来の

人力工事との損益分岐点は土鐘1,000～2,000m'lとなっ

ている。機種別功程もはっきりしている。岩手富士産業

は青森営林局管内でCT-25トラクタを改良した林道

専門のブルドーザによる試験工事に着手した。ジョンデ

イヤのような小型トラクタでもりつばに土工ができるの

だからその成功は疑いない。採算からいっても機棚上の

有利なことはまちがいないのである。すでに国道や府県

道が国産機でりつばに施工されているというのに，林道

だけが遅れているのは苦々しい限りである。林業人の怠

慢と潮られても返えす言葉がないのである。

最近の欧米の情報を総合してゑても，日本の架空線集

材と索道（架線運材）の技術は非常に卓越しているよう

である。物は小さく，馬力は少ないが，索張りの技術

も，機械そのものの性能も世界に誇り得るところまで進

両
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加藤：林業機械化の動き

ている。全くあきれるほどぜいたくな機械であるが，エ

レクトロニクスをこれまで導入した機砿臓外にない。マ

ッキーチというマネージャーの説明によると，従来の集

材機では10人以上の作業員を必要としたが，この機械

の導入によってそれをわずか5人に減らすことができた

からこれで十分ペイするのだという。事実私共の眼の前

であざやかな集材作業を見せてくれた。こういう新しい

機械が発明されたということよりも，良いものだとわか

るとたちどころに現場に取り入れて実用に移す決断力に

感心せざるを得なかった。日本であったら良いとわかっ

ても使うまでには2～3年経ってしまうのが普通であ

為。アメリカの機械の進歩が早いのはこういうところに

原因があるのだと思う。そしてこれはひとりエレクト再

ニクスだけの問題ではない。機械に関する限り日本の紘

業人は眠っているようなものである。チェーンソーにし

てからが，日本では与えられたものを使ってみるのが精

一杯で，よりよいものへの注文があまりに少ない。クレ

ームを出さないという謙譲の美徳（？）がありすぎる。

外国では金を払うユーザーが少しでも良いものにすぐ切

り替えていくからこそ，後から後からより良いものが作

られ，機械は高速度で進歩していくのである。日本はア

メリカのような資力がないからできないのだというだけ

では，どうしても割切れないものがある。

V.驚くべきキングコングの出現

本多櫛六・右田半四郎といった昔の大先生たちは皆わ

らじばきで山を歩いた先覚者に違いない。勲章をもらっ，

た篤林家の諸先鞭も例外なく地下足袋組である。若い人

達でもまじめな人はキャラバンシューズや登山靴をはい

て山を歩かなければ本当の林業はできないと信じている

であろう。私も歩くことではあまり敗けないつもりであ

る。ところで，もしここに人間が足を地につけないでや

る林業があるといったら，それは邪道だといって叱られ

るに相違ない。ところがキングコソグという名の，とて

つもない機械の出現によって，私共の古いセンスは承ご

とに打ち破られてしまった。足の裏で林地の感触を知

り，木の根を枕に寝て山に溶け込むことによって，人間

は本当に自然を理解しうるのだということについて私は

今でも疑いを持たない。しかしそういう修業をつまなけ

れば林業や林学をやる資格がないと思うのは錯覚ではな

かろうか。そういう論法でいけば，近頃の大学出はもと

より，林野庁の役人も，大学教授もほとんどすべて失格

である。試験管を振って化学実験をやっている学徒がは

たして林学者なのか？ワイヤロープやエンジンの試験に

浮身をやつしている技術者がはたして林業人なのかとい

うばかばかしい疑問はこうした伝説的錯覚で自已満足し

歩してきた。大いに自慢してよいと思う。しかしそのこ

とは取りも直さず，それだけ林道を作らなかったことを

裏書きするのである。今まで集材機や索道に熱を入れて

きたことがむしろおもはゆい感じである。しかしこれは

決して今まで無駄なことをしてきたというのではない。

林道がどんなによくできても，その先の集材に無くてば

ならぬ機械だからである。集材機も索道も日本では林道

が完全にできたとき初めてその本領を発揮するのであ

る。

チェーンソーは日本でも100％使用の見とおしがつい

たようである。チェーンソー・集材磯（索道）・トラッ

クという基幹の作業仕組は，当分の間全盛をきわめるで

あろうし，さらに高度の安全機械化への道を進むために

は，もっと完備した林道が必要なのであって，それを実

現しうる唯一の手段が機蜘上施工なのである。
Q

Ⅳ、エレクトロニクスの導入

土工機械以外の林業機械で各国共に最も力を入れてい

るのは前記のとおり集材機械である。ドイツに出現した

超音波操縦の無人小型集材機は一応専門家の注目をひい

たが，アメリカで試作されたスカージット社のスカイカ

ーと称する無電操縦大型集材機は，昨年私が「林業機械

化情報」にくわしく紹介したとおり大変な代物である。

ところがさらに一驚を喫したのは，私が三井物産のご好

意で山崎前林野庁長官等と共にカナダの宝庫といわれる

皇

2

一
一

合

バンクーバー島を

視察した際に，案

内されたクラウ

ン・ゼラーバック

木材会社のカモッ

クス湖の伐採現場

で，その第2号機

が早くも実用化さ

れていたことであ

る。これは100馬

力のディーゼルエ

ンジンを内蔵した

搬器(スカイカー）

を無電で操縦して

リフチングとフォ

ーリングをやら

~?~吾一二畠一

離

鴬
一

スカージツト
せ，水冷ブレーキ

のついた別の集材機で搬器を運行して，スナッビソグ式

の架空線集材を行なうものであった。スカイカーに給油

するためには毎日1～2回スカイラインをゆるめて降す

必要があり，このためにさらにもう1台の集材機を備え
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加藤：林業機械化の動き

うる老人から発せられる。われわれはまずこうした旧観

念を打破しなければならない。なぜなれば未来の林業は

地に足を触れない林業となる必然性があるからである。

土に手を染めない農業がすでに勝利の凱歌をあげたでは

ないか。足を地につけず，手を樹に触れない林業が一世

を風擁する時代が必ずやって来る。キングコングこそは

その前駆であり，新しい林業の曝光だと私は感動してv，

るのである。

この機械はアメリカでもずばぬけて大きいインターナ

ショナルペーパー社が，南部アメリカの松地帯でパルプ

材の伐出作業に試用しているもので，伐倒・枝払い・玉

切り・極積み・集材という一連の生産工程を，わずか2

人の人間が，わずか2台の機械で完遂するのである。現

在それは平地での作業であるが，近い将来当然傾斜地に

も応用されるであろう。とも角ここに歩く人間のいらな

い林業が広い範囲で成立する可能性が示されたのであ

る。これは林業人にとって宇宙衛星以上の画期的な事件

である。Timberman*Worldwood誌がさすがにいち

早く報導したが，そういう眼でこれを読んだ人が何人あ

るだらうか。私朧旅行中でその記事を読まなかったため

に現地を訪れるチャンスを失った。十条製紙の吉田氏は

ニューオルリンスで映画を見，「'11林」にその概要を紹

介された。米誌の硫訳は近く「林業機槻上情報」に載る

はずである。王子製紙の南・榔本両氏はこれを見ること

を主目的として近く渡米の由である。こうしたことは日

本林業の将来のためよろこばしい限りである。キソグコ

ングとは何か。それは鋸を使わない伐木集材完全機鯛こ

の新方式である。1台のタイヤトラクタの側面に油圧操

作の巨大な鋏を備え，これで立木を根元から一挙に伐倒

する。倒れかかった全幹を鋼製の腕で受けて，回転させ

ながら枝払いを行ない，それが縦方向に送られながらパ

ルプ原木の短尺に順次玉切されていく。玉切られた材は

自動的に鉄製の枠寵の中に櫛稜承されてしまうのであ

る。この枠龍はゴムタイヤのついたトレーラーになって

いて，そのまま別のトラクタに牽引されて,1､ラックへ

の積込場まで搬出される。要するに伐倒・造材・集材の

全工程が2台のトラクタと2人の運転手によって完全に

実施される。この万能トラクタにキングコングのニック

ネームがつけられたという訳である。

現在の日本林業では，森林計画も造林事業計画もだい

たい人力作業を基準にしてたてられている。その造林木

が20～30年後に収穫の対象となるとき，日本に今のよ

うな人力作業が存在しうるかどうか。それを考えるとそ

ら恐ろしなくる。密植主義も結榊だし，早期育成林業も

もとより必要であるが，それが伐期に達したとき，それ

《
』

4

ー

一
』

キンダコンダ

を伐採したりすることができないというのなら全く無意

味である。20年，30年後に林業要員が現在の1/10に

なっても，なおかつ実行できるような作梁法を，今から

準備して置くべきであって，キングコングの出現ば私共

よりもむしろ造林・経理の担当者に対する無二の警鐡と

して受け取らねばならぬ。

造林部門でも草刈鎌や手鋸の代わりに勤力刈払機を使

うという程度の機械化は過渡的段階のものに過ぎない。

レーキドーザーやローターペー致一やスヵーリファイヤ

ーのような機械で全林地を耕転してプラン顔一で植えて

行くやり方が本格的な機械化である。これを山岳林にま

でどうして押し進めて行くか。産業としての林業を考え

るとき，こういう研究の方が糖英樹や植栽本数の研究よ

りもつと大事なのではないかと私は考える。この意味で

P
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加藤：林業機械化の動き

北海道のパイロット・フォレストは林野庁が打ったクリ

ーンヒットであるが，願わくはこれにつぐホームランを

打って欲しい。

Ⅵ、造林機械化の問題

苗畑の耕転・撒水・薬液散布・移植・肥培といった仕

事に農業機械が導入されることは当然であるが，林地の

造林作業については幾多の問題点がある。先般東京営林

局が委員会で出した結論では，わずかに下刈機・穴掘機

などの小型機械導入の必要性が指摘されている程度であ

って，事業的規模における全面的機械化造林に関しては

試験地の設定さえ考えられていな､､ようである。淋しい

限りだが，これは誰の責任というのではない。皆の頭が

まだそっちに向いていないというだけの話である。植付
●

本数や植栽樹種の選定にも，在来の人力造林を漠然たる

前提としての試算や試案が示されていたが，それはそれ

なりに現在よりははるかに進歩した案だと思うから，そ

れを非難する気持は毛頭ないが，何十人かの造林専門家

と営林署長の中に，目前にきている労力不足に対する抜

本的な試案を示された方が無かったのは意外であった。

私は素人ゆえ私見をはさむべきでないが，なんとなく心

もとないのである。たとえば植付本数の問題について象

ても，たとえ生物学的に，あるいは塞礎造林学的に1ha

当り6,000本植えが理想であったとしても，機蜘上作業

の物理的許容限界が仮に3,000本だとすれば全計画は修

正さるべきではなかろうか。人力力3なければ植えたくて

も植えられない。植えられない6,000本と植えられる

3,000本とどちらをとるかを考えなくてよいのかという

のが私の心配である。ところで素材生産部門では機械作

業の各作業種ごとの標準的な功程や損益分岐点がおよそ

判定されているが，造林に関する限り事業的計算の基礎

となる諸元の数値が皆目不明に近いのである。私が今

3,000本と書いたのはでたらめで，実は4,000本か

5,000本かわからない。どういう方式の機械化作業なら

何千本が最適だという数値がつかまれていないからであ

る。植穴の大きさにしてみても，スギの場合30×30×

30cmが最適だということを私に断言した造林学者はま

だ1人しかいない。穴掘磯もそれが決まらなければ必要

馬力も重量も決められない。これは機械化以前の問題で

ある。国有林における防火線の単価が、当り何百円と

いう金額は何を基準にして決められるのか。防火線の幅

員とか，防鼠溝の深さとか，それらの間隔とか，何一つ

機網この根拠となる基礎数値が明示されないままに磯械
化の困難さの詮が叫ばれている。根釧原野のパイロット

フォレストでは造林機械化の可能性が顕著に実証された

が，下刈の時期は夏の最中でなくてもよいのだというこ

とさえ，ここで初めてわかったことである。日本全国を

通じての機械化の根拠となる諸元の適正値が具体的に示

されることが先決問題である。

アメリカやソ連の機械化造林をそのまま模倣すること

の愚かさは誰もが知っている。スウェーデンでは独自の

地栫え用イムセット・スカーリファイヤーを創作して成

功し，カナダもこれを輸入して利用している由である。

日本には集材機と同様に日本独自の造林機械があってし

かるべきである。造林の要求する諸元が明示されれば，

これに適する機械の創作は必ずできるものと信じてい

る。そういう機械の創作に並行して造林担当者には全エ

ネルギーをどうしたら1本でも多くの樹を植えられ，1

本でも多くの樹を育てられるかという方向に振向けてい

ただきたいのである。そういうたくましい第1次生産が

なければ私共の専門とする第2次生産が続かないからで

ある。

昨年の世界林業会議のとき，日本代表の山崎前長官

は，ほかのことはだめでも造林だけは日本が世界に誇る

にたるものだと盛にP.R.しておられたし，私も同感

であった。しかしこれはよく考えて承ると今までの日本

の造林が低賃銀の人力作業に依存していた過去の実績に

ついてだけいえることであって，今後を保証するもので

ないことは明らかである。擬械化造林が今後における必

至の要請であるとするならば，仕事はまず股も実行の容

易な平地林・里山開墾不成織地などで本格的に始めるべ

きであって，これを逐次奥地に浸透させるのが筋道だと

思う。そして必要とあらば山を切りならして平坦地にし

た上で造林をするのだというくらいの覚悟がなければな

る童い。カリフォルニヤのあの乾燥した山地の砂防認上

事業でさえ，すでにオール磯械化で実行されている今

日，気象条件のよい日本では，やる気になりさえすれば

機械化造林ができないはずはないのである。
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ふることにする。

2．機械化の最近の推移

国有林野事業の機械化に拍車をかけた29年の15号台

風以後の機鯛上の推移を29年度を100として，固定費

産に属する車輻，機械器具の台帳価格よりみると，第1

図のとおり年盈11％強の墹加を示し，29年度の57億

に比較し，34年度は190％に当る108億に及んでい

る。さらに機械毎にその推移を示すと第2図のとおりで

ある。

無線電話による通信網の完成も急がれ，34年度より通

信機械は著しい伸長を示している。

また集材磯，クレーン類を主とする荷役運搬磯械，ト

ラクタ，自動二輪車を主体とするその他車輌，歯物自動

車貨客兼用車を主とする自動車は年を平均した鴻加を示

している。

・1．まえがき

林業の機械化は古くから叫ばれてきたが，林業の特殊

性，たとえば事業地が地形急峻な奥地であり，しかも移

動性に富み固定施設を行なうことが困難であること，山

村労務者の機械知識の不足および林業用機械の需要量が

少ないため関係機械工業が発達しないなどの内的因子

と，機蜘上が芽ばえつつあった昭和12，3年の支那事

変，さらに太平洋戦争が勃発する等の外的因子によって

戦前の国有林における機蜘上は十分な成果をあげ得なか

った。

しかしこの間においても，大正2年台湾の阿里山に導

入されたリジヤーウッド集材機を初めとし，地形の複雑

性に対応した架線による集運材法および森林鉄道とそれ
にともなう簡易修理工場の設定等によって，戦後の機械

化推進の素地は作られつつあった。

戦後昭和22年特別会計制度設置以来，経営の合理化

が進められるに及び機蜘上は急速に推進されるに至っ

た。一方敗戦によって民需へ転換再建を余儀なくされた％

機械工業界が，林業の分野に優秀な技術を活用して，高200

性能の機械を製作することとなり，これら機械の組織的

導入が行なわれ戦前に見られない活発な動きを示すに至

った。特にその急速な進展の契擬となったものは，昭和

29年主として北海道を襲った15号台風である。この台

風による被害木は8,000万石に及び，これらを早期に処

理することは病虫害等二次的被害の防止からも焦眉の急

を要するものとなり，機械力を強化する必要を生じ伐

木，集運材，土木用機械の大量導入が行なわれた。この

ように，国有林における機械化は大別して戦前と戦後に

分けられ，戦後は29年を境にその前後に分けることが

できよう。以下29年以降について若干の考察を加えて’00

↓

一

一

一磯械器具顕／

／

／ 全体の計

車輔頚計
／

’
ｸ．

293031323334年度

第1図筆者・林野庁業務課
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捜肉車293031323334年度

第2図

一方,森林鉄道の自動車道への切替,官船,修理工場，

製材所の廃止涯よって，機関車，船舶，工作機械，木工

機械は横ばいあるいは，減少の経過をたどりつつある。

さらに第3図には34年度の保有額の割合を図示する。

車輌は63％と固定資産の機械類の過半数を占めるが，

なかでも，自動車，その他の車輌が大きなウエイトを占

めている。森林鉄道は自動車道に切替えられつつある

が，現在なお，車輌の約15％を占めている。機械器具

のうち荷役運搬機械は66％と自動車その他車輌ととも

34年度

箕｜”＄‘，，］‘，，
第4図年度別保有台数の比率

→

％
伽１

／集材機＆

／80

一一一／
ユ 一ﾕｰ

少”

60 ＝

動力のこ

機肉車

40
信
作
木

街物自勅車20
／

＝=＝デー二言二塁:一----.--------~トラクタ
3031323334

第5図年度別磯械別撰械化率

に大きな比率を示しそのほとんどが集材機である。

第1表に36年度における国有林野特別会計に属する

主要機械の現有台数を掲げる，第4図は31年4月1日の

保有台数を100としたときの機種ごとの推移を掲げた。
〔註〕外日朧魔日の捷械類のうちに占める比率

第3図
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平尾：国有林野事業の機械化の現況

第1表主要機械の保有台数調 36．4．1現在

雛|瀦篭|雛麿駕|瀞驚|亥-キ ｜鮪|男ﾝzl'謝霊|嬢赫機|鰯|7=zI"機,"’
|"‘｜“|”|‘"，|‘･‘|~…|'"圏|"“
御夛割--ﾗ|無|騨嶽機|毒《着磯|無機闇、機

l.･'|"|"'.i'."'|"'.･'

72374086

24713！
4,450

ホイル、

タイプログロ
トラクターダ

フォートラククローモピートラツ
クリブタシヨラクレルクレククレ
トベル一ソ－ン－ン

’ 16199563 24 20 770

第2表主要機械1台あたり稼働実綴
｜
’

りく

潤
滑
油

（
モ
ビ
ー
ル
）

嫁働

幡

稼働作業量 燃料(I) 維持修

繕蜜
（門）

－

30,331

55,667

322,926

152,035

251,979

126,421

機械名 備考

j怪油澗には混合油を掲げ
る。

作業鐙その他は排上

作業鐡は資材運搬

〃

蝋|走‘惹鞠素（
材
勧 溌)|その他|揮発油’ （

↑
軽油

チエンソー

集材機

トラクタ

機関車

貨物自動車、
ジープ

96

110

145

154

197

231

445

688

867

3,500

9，535

9,021

18,606

6，983

46

74

312

1,3051

57

700

2，989

3，567

1021

497

3，054

1,989

2，199

13’

“
弱
皿
妬
頭
馴

１
１

59(ni)

173(t)

249①

5，550

15,658

16,805

[注］燃料の揮発油，軽油と両棚に掲蛾されているのば1台の機械で揮発減と軽油を使用したものでなく‘揮発油．軽油の総凸

使用通を総台数で除したものである。

3．製品事業

製品事業に属する固定資産の機械器具，車輌，磯熟の

台帳価格は108億円の約70％にあたり事業規模の大き

いことにもよるが国有林野事業のうち股も機械化の進ん

だ事業である。

第5図に製品事業の主要機械の機蜘b率の推移を掲げ

第2表には34年度主要機械の平均1台あたり作業量，

燃料使用量，修理藍，稼働日数，走行粁数をあげた。

（1）伐木造伐作業

伐木造材の機棚上臆戦後昭和23年富士重工の製作に

なる動力鋸によってその機運が作られ，29年米国のす

ぐれたチエンソーが輸入されるに及んで急速に進展した

が，このことは伐木造材が重筋労働であること，チエン

ソーが比較的低価格であり容易に手鋸に代わりうること

によるものである。

伐木造材の機械化は第5図に示されるとおり34年度

の国有林野における伐採滋の55％はチエンソーによっ

て伐採されたものである。製品事業の36年4月のチエ

ンソー保有台数は3,447台であるが，うち75％が米

国製で25％が国産機である。輸入機械は当初3馬力程

度のギャードライブ式のものであったが，漸次ダイレク

トドライブ方式の機械に移行し，その馬力も5馬力から

呂
，

ﾛ■

･へ
一

写真1チニンソー

さらに7馬力程度と高馬力のものが普及されたが，取扱

技術の進歩と人工林の伐採の墹加にともなって現在5馬

力程度のものが最も多く用いられている。

（2）集運材作業
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平尾：国有林野事業の機械化の現況

地形の複雑なわが国において早くから集運材の機械化

のため架空索が利用されていたが，昭和26年スイ系の

ウイッセン集材機が輸入されるに及び，架線技術と集材

機の性能は飛躍的な進歩をなしとげた。

架線技術および集材機の性能の向上と作業現場の奥地

移行にともなって径間距離も長大化し，多段集材方式が

採用されるに至った。集材機の現有台数憾大型1,655台

小型（20馬力以下）404台，と年を増加しつつあるが今

後の集材機作業の問題点としてば次の事項があげられ

る。

c)鋼索の使用量

34年度の鋼索の購入量は約2,000tに，及んでおり鋼

索の撰定，取扱技術の向上によって集材機作業のコス

トの低減を図らねばならない。

4型集材機憾伐木造材の次の工程の人力木寄の機械化

を図るために33年秋田営林局にはじめて導入された。

架線替を容易にするため従来の大型集材機に諸いてはほ

とんどかえりゑられなかった承ラックライン，タイトラ

イニング，ダンハム等の架線方式が採用され主として大

型集材機の先端において散在した材を主素直下に集める

白

《

F二一■1

画

■
■
一

垂

集材機および特殊搬器が導入されその成果

をあげつつあるが，まだ作業法および機械の性能につ

いては幾多の問題点を残している。

b)作業現場の奥地移動にともない集材架線が多段化さ

れつつある。34年度の集材機による延作業量が生産量

の100％以上に及ぶ営林局もあり同一材が2～3台の

集材機に順次受け継がれている。これが解決のために

,ば索道式架線の導入，さらに林道の延長も考えねばな

らない。

写真3ク画一ラータイブトラクタ

機関車は森林鉄道の自動車道への切替によって31年

度よりその保有台数において17％の減少を示している｡

一方，貨物自動車も減少の傾向をたどっているが，こ

れは運材工程への請負の導入によるものである。

（3）土場作業

土場作業は集運材とことなり作業場の地形は比較的平

坦で，しかもある程度のまとまった量の作業を行ない，

作業現場の移動が少ないことから半固定設備も行ないう
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平尾：国有林野事業の機械化の現況

る。国有林で使用されている主な機械はロックローダ，

フォークリフト，クローラクレーン，モビールクレー

ン，巻上機等であるが木材が大型不整形であるため林業

専用の設計が必要であり，しかも，これらの機械は高額

であるため比較的大規模の貯木場にしか導入できない。

34年度の機械化率は約50%で，なお製品事業の機械化

の盲点として今後に問題が残されている。

《
』

写典5スタビライザ

r側

or

葛

』

写真4クローラークレーン

缶
』◆
富
芦

安
』
・
〆

戸
一
厩
ａ
』

ｐ

●

造言塑二

4．林道事業

林道嫁奥地林の開発，造林事業の拡大，治山事業の強

化,林業経営の改善などに下可欠なものであり,林道網の

完成と相まって各事業に導入される機械も大型化される

こととなる。国有林における林道事業用機械は第1図に

土木機賊として示されるとおり昭和29年度に比較して

34年度は40％の増加這他の磯械に比してその増加率

は緩慢である。新設事業のほとんど全部が請負であり，

林道事業の保有する大半は補修用の機械で第1表に示さ

れるとおりその主体となるものは，ブルドーザとダンプ

カーであるが，近年モーターグレダ，スタビライザ，ロ

ーラなどが導入されている。請負で行なわれている新設

事業の磯綱上は一般建設事業の進展にともない請負業者

の機械装備も行なわれつつあるが34年度新設事業箇所

468,延長725km,工費28億5,800万円で平均1箇

所当り1,500m,6,100千円とその事業規模が小さく，

加うるに請負業者が弱少であること，さらに作業現場が

奥地であることなどによって，一般建設産業に比して著

しく磯械化が遅れているといわなければならない。

5．造林事業

造林事業に属する機械の固定資産額は全体の4％に過

。
■
ｅ

・
や
．
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写真5曄一ラ

ぎず製品事業に比較して事業内容の多様性，特異性，事

業の季節性，環境の複雑性等の理由によって機概上はお

くれている。

造林作業特に地栫，下刈の機綱上については，故藤林

教授によって刈払機の研究が進められ，藤林式として実

用に供せられるに至った。また一方チエンソーのエンジ

ンを動力とした外国製刈払機が輸入され，これらを主体

に国有林における造林作業の機械化が進められている。
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平 尾：国有林野事業の機械化の現況

帯広営林局標茶営林署のパイ戸ツトフオレストにおい

ては，トラクタを主とした地栫，植付下刈作業の機械化

が行なわれ造林事業へのトラクタ導入の端緒を作った。

また第二次産業の飛躍的伸展にともなって山村における

労働力が減少することが予想されるが，とくに季節に左

右される造林事業においては労働力の調達が著しく困難

になることが予想され造林事業の機械化は国有林にとっ

て重要な問題の一つであり労働生産性の向_上を計って，

トラクタを中心と.した造林作業の機械化が脚光を浴びる

ことになろう。

■■

写真7ホイールタイプトラクター

《
嘩

にともなって治山事業の機械化が積極的に推進されるに

至った。治山事業においてもその工事の大部分朧請負に

よるものであるが，その工事現場が地形急峻な奥地であ

ることから資材運搬用機械としてケーブルクレーンがそ

の主力をなすものであり国有林においては集材機がその

ま堂利用されている。

その他一般土木機械としてのコンクリートミキサー，

クラッシヤー等が使用されている。

7．今後の問題

1．林道網の完成

奥地林の開発，各事業の実行，国有林野管理経営上，

林道網は重要な役割を演ずるものであることはいうまで

もない。

国有林野における林道密度は昭和31年度当初を100

とすれば35年度当初においては108％と4年間におよ

そ8％の増加であるが，35年度当初に鐙いて3.31m/町

とぎわめて稀薄な状態である。この現状を反映して製品

事業において集材機がその機械の主力を占めることは地

形の急峻なことにもよるが林道の発達不全を如実に表現

す為ものと考えられる。また，林道網の不備は林業機械

化の原則として小型軽量化を第1条件とし，このことは

事業規模の小さいこととともに，林業をして他産業より

生産性の低い産業たらしめている。

林道網の完成によって,､車輪類とくにトラクダ，自動

車がその主力を占めることとなろう。

2．事業規模の拡大

国有林における機緋化は前述のごとく近年急速に伸展

しつつあるが，なお従来の人力を主とせる作業を機械に

よって置きかえた感がある。林道網の完成と相童って，

事業規模を拡大し機械を中心とした〃機械作業の場〃を

作り，大型機械を導入し労働生産性の向上によってコス

トの低減を計らねばならない。

写真6刈払機

種苗事業においては，作業地が固定され農業と類似す

ることから農耕用トラクタが導入され比較的機械化され

ている。

34年度における農耕用トラクタは513台で育苗地面

積は1,539ha,1台あたり3ha,また苗畑箇所数ぱ932,

1箇所あたり0．6台である。F.A.Oの統計によって，

農耕用トラクタのha当り馬力数を推定すると西ドイツ，

1.3馬力，フランス0.7馬力，アメリカ0.5馬力，日

本では0．4馬力となっている。農業と比較的類似した作

業に従事する国有林の苗畑事業用トラクタは1．7馬力と

なる。農業における最適ha当り馬力数は1.0～0.7馬

力と称せられており苗畑事業においても箇所を統合し1

署当り1苗畑程度にすることによって，より有効な機械

配置を行なうことができると思われる。

6．治山事業

戦中，戦後の過伐に加え昭和27，28年と相つぐ災害

の発生によって治山治水への関心が急速に高まり，それ

＝
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中小規模 各地に現出していることが大きなしげきを与えているこ

とは否めないことである。

事実，最近，中小規模林業における林業機械化に対す

る関心は非常に高まってきているが，農業の場合に比し

て機鯛上を阻む諸因子，すなわち，仕事量，作業地の条

件等に対する問題点の解決が不十分であり，また，これ

に対する指導普及も十分でないので，理想と現実に足踏

して承たり，あるいは不相応な機械導入を図って後悔し

て承たりといった。機械化初期の混乱情態が現出されて

いる。

しかし，農林漁業基本問題調査会よりの「林業の基本

問題と基本対策」にも明らかのように，今後のわが国の

林業微，生産拡大と生産性の向上，林業就業者の所得の

均衡的増大，構造の改善等を解決する手段の一つとし

て，林業機械化は欠くべからざる要素であり，特にこれ

までの大規模林業経営下で発達してきた林業機械化は，

ここに，家族経営的林業に対し協業化という面から新ら

しい機桝上のあり方が要望されている。

一

民 有林 の機械化

宮川信一一

x緒言

わ溌国の林業機械化の情況を大別すると，国有林を初

めとしてパルプその他の産業につらなるもの，あるいは

大山林所有者の経営におけるように，ほとんど一貢した

機械化が行なわれ,資本,技術共に上位にあるAクラス，

一般の林産，木材業者や森林組合のごとく，資本や仕事

量はある程度はあるが，技術が完全とはいえないBクラ

ス，一般の中小規模林業のごとく仕率愛も少なく，資本

技術ともに非常に低いCクラスに分類できる。

このCクラスに属する中小規模民有林所有者は，わが

国の森林所有者の大部分を占めており，その大部分はこ

れまで林業を企業として経営するというよりは，世襲財

産として不時の出費に備えたり，自家用薪炭等の供給源

として取扱い，機械化とはおよそ縁遠い存在であった。

しかし，戦後の産業の近代化，重労働からの解放，生

活改善は，農山村に波及し，特に第二次，第三次産業の

発展は農山村における労力不足を招き，木材価格の高I騰

は林業に対する森林所有者の考え方に変化を与えてきた

ことば申すまでもないことであ為が，身近かの問題とし

て農業機鯛この異常なまでの普及一「お蕊まいりもハ

ンドトラクターで」とか「ハンドトラクターのない家に

は嫁に行かない」－といった話が，メーカーのキャッ

チフレーズというばかりでなく，現実にそういう状態を

第1表新幾山ガ
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宮 川：民有林の機械化

いずれにせよ，中小規模林業の機械化ば，好むと好ま

ざるとにかかわらず急速に推進せねばならない時期に到

達している。われわれは，このような時期に処していか

にして機械化を合理的に推進すべきか。

もちろん，これに対する解答を得るため各種の機関や

人がそれぞれ検討中であり，近い将来ダ合理的な指針や

具体策が与えられると思うが，ここでは，現段階におい

て，われわれの能力をもってして機械化はいかにして進

めたら良いか，また，そのための機械にほどのよう‘なも

のがあるか等について述べることとする。なお，一部の

読者には不必要と思われる溌，大部分の読者にとって

は，特に中小規模林業関係の者にとっては林業機械に対

する認識が少ないことも想定されるので，編集室の要望

もあるので，中小規模林業向きの機械の説明にもいくぶ

ん，ページをさくことにした。この点，あらかじめご諒

承を得ておきたい。

江機械化の進め方

中小規模林業において作業を樹測上する場合，その目

的とするところは，労力不足を機械力で解消する，これ

までの手作業による長年の経験や勘を要する重労働を脱

却する，文化的生活の向上を図る等々，種々の目的があ

ろうが，最も重要なことば経営をこれにより有利にする

ことにあることは申すまでもないことである。

従って，中小規模林業の機械化は，これに適した機械

を選ばねばならないことはもちろんであるが，さらに，

共同化による方法や機鯛上を進める上に役立つ組織や制

度の活用を図るべきである。

ひとりであれこれ思案するよりは，その道の人に相談

するのが効果的であり，また,折角の補助融資等の助成施

策は有効に利用した方が良いに決まっている。さらに，

林業機械にもいろいろな種類があってそれぞれ得失を持

っている。その中から自分の経営で最も適するものを選

び，それを最も有効に利用するためにはやはり自分でも

ある程度の機械に対する素養を持たねばならない。

このような見地から，この問題をもう少し突っこんで

論じて暴よう。

1．機械の選定

林業機械にほ大型なものから小型のものまでいろいろ

な種類がある。

北海道の国有林の一部では，アメリカ式のトラクター
d

を利用して造林作業を行なっているところがあるが，こ

のような大規模の機械化は中小規模民有林に対しては現

在のところ不適当でである。当然，中小規模民有林には

それにあった機械が必要になってくる。この場合，これ

はあらゆる林業経営に共通した問麗ではあるが，「小型，

軽量，高性能，安価」ということは，中小規模林業に端

いては特に重要である。

従って，同じ機械でも，できるだけ安価で取扱いが容

易で性能の高いものが要望されるわけであるが，残念な

がらこれは理想であって現実には高性能の機械は重いか

価格が高いか，樵造操作法が複雑になっている。

そこで，種点の得失を持った機械の中から，最も適当

なものを選びだす必要がある。

たとえば刈払機を例にとって譲れば，刈払機には国産

品，輸入品を合わせて10種類位の機械が市販され，そ

れぞれ，馬力も重量も価絡も一長一短がある。また，刈

払専用の機械もあればチニソソーなどの兼用機となって

いるものもある。その中から自分の山の現場にあったも

のを選ぶわけであるが，大ざっぱにいって，刈払対象物

が漁木や根曲竹のように手ごわいものに対しては馬力の

低いものでは困るし，反対に草のような軟かくて刈払う

のに容易なものに対して馬力の高いものを使うのはもっ

たいないことである。さらに柄の長さや機械の取りつけ

場所等も現場の条件に合ったものでなければならない。

そのためには，なんといっても機械に対する広い知識

を持つこと､が大切である。人に聞くのはもちろん，展示

会，カタログ，図書等を利用して，機械の性能，特色を

よく把握せねばならない。

このようにして，機械に対する選択眼ができたら，次

に考えねばならないことは自分の経営規模に応じた機械

化ということが必要となる。

新じい機械を入れるには，先立つものはまず資金であ

る。これまでのように器具を購入する場合と異なり，一

度に多額の出費を覚悟せねばならない。ところが，もし

も出資の割に仕事の量が少なければどうなるかという

と，仕事が早くすむとか労力不足の解決になるという利

点はあるにしても，経営がマイナスになるのでは機械化

の意義が少なくなってし蚕う。そこで，この機械を買っ

て有利か否かの判定をせねばならない。これには普通，

等値点理論が利用される。

一般に，生産事業における生産蜜総額，すなわち，生

産総経費と，単位生産量当り経費，すなわち，生産単価

の関係は次のごとく表わされる。

（総経費)＝(固定経費)＋(変動経費)×(生産麹

蝉緬)-邊警；+(変動縫勤
従って今,C=生産総経費,UC=生産単価,F=固

定経費（総額),V=変動経費（単価),N:=生産量とす

れば,C=F+NV,UC=F/N+Vとなる。．

ある生産過程において二つ以上の作業法が考えられる

場合，そのいずれが経済的に最も有利かを判定すること
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が経営経済の第一歩であり，等値点理論はこれに対する

基礎理論であって，二つ以上の作業法の経済効果の比較

に用いられる。

今,Nをx軸,Cをy軸にとり，手作業のC=F+N

と機械作業のC'=F'+NV′のグラフを画き，このC

とc′を比較すれば，手作業の動向線と機械作業の動向

線は，ある点を交わる。この交点が等値点で，この等値

点よりNが小なる時は手作業が有利，大なる時は機械作

業が有利なことが判定できる。

また,C=C′となるようなNの値は,F+NV=F'

+NV'であるから,N=浩鼻でも計算できる。
この式はもちろん，最も簡単な条件の場合であり，実

際にはさらに複雑な計算を行なわねばならぬことがある

し，また，等値点図で両動向線がスレスレで交わってい

るような場合は，その交点をもって直ちに等値点である

と判定するのは危険であるから各因子を再度検討吟味す

る必要がある。

これまで中小規模林業の機械化が進まず，大規模経営

林業で機械化が進んだのは，この等値点理論からすれ

ば，大規模経営林業ではNが大きく，従って機械化が容

易であったためであり，小規模林業ではNが小さく，従

って機械化するよりはこれまでの手作業で我慢しなけれ

ばならないことが多かったことによる。

そうなると,Nの小さな中小規模民有林では安価な機

械はともかく高価な機械の導入など無理でないかという

ことになってくる。

事実，機械化の進んだ農村では，ガラにもない高価な

機械を買いこんで借金に追われ，しかもNが小さいので

機械が遊んでいる事例に接することが少なくない。

そうなると中小規模林業では，機械化をあまり普及す

る必要はないのでないかということになるが，農業でも

共同化により合理的な機械化を進めていると同様に，林

業でも共同化ということに留意して，工夫してみること

が必要である。

2．共同化の推進

中小規模林業で機械化を進めるにあたって，必要とす

る機械が高価にすぎ，しかも事業量が少なすぎるため実

現不可肖濤現状維持という場合が非常に多い。

これを解決して機賊化を進めるには，共同化により資

金を出しあい，仕事量を寄せ集めて機械が満度に稼動す

るようにすることが非常に有利な方法であることは申す

までもないことである。

このような簡単な理屈は誰だって以前からわかってい

たはずである。しかもこれまでこの共同化があまり進ま

なかったのは何故であろうか。この原因は種,々考えられ

るが，最も大きな原因は共同化は自已のものという観念

が薄かったことによる。自分のものならば好きな時に使

える。自分のものならば大切にする｡といった気持は普

通，誰でも持つことである。

従って共同化は，気の合った者同志が数人でお互いに

金を出し合って共同購入し,お互いに持ちまわって使う，

あるいぼ共同で作業をするという小グループによる共同

化から，町村部落組合といった比較的大規模な組織によ

る共同化もある。その場合でも各人が個人個人で機械を

使用する場合もあるし，その組織の中に専業の作業者を

おいて作業させる場合もあり，さらにまた，使用料をと

る場合ととらない場合，組織内だけで使用する場合と外

部に貸出す場合等，種盈の相違がある。なお，根本的に

山林の経営全部を共同化する場合と機械だけを共同化す

る場合がある。

そのいずれの方法が良いかは，種会の条件により必ら

ずしも一定しないが，「林業基本問題と基本対策」でも

強調してL､るように協業化は今後のわが国の林業，特に

家族経営的林業にとってきわめて重要な問題であるの

で，林野庁内部でもその具体策を検討中であるし，応用

研究費等により研究の推進を図っているc

しからぱ，中小規模林業の機械化はこれまで行なわれ

ていなかったかというと必らずしもそうではない。まだ

全面的に普及されてはいないにしても各地でそれ相当の

成果を収必ている事例ほ決して少なくない。

これには，必要にせまられて自主的に共同化したもの

も多いが，その原動力となったものは，次に述べる普及

組織の指導や，助成制度のパックアップによった場合が

少なくないことに注目せねばならぬ。

事実，共同化で成功した例を見るとその大部分は，こ

れまでの方法に対する不満や苦痛→SPfAGの指導一

→新農村等の補助融資一と云ったコースをたどったもの

である。

3．組織制度の利用

中4親模林業の機械化を進めるのに大きな力になって

いる組織がある。それは林業の改良普及組織である。こ

れは第1図のように，林野庁研究普及課に機械担当の企

画官がおり，その企画にもとずいて各都道府県の機械担

当の林業専門技術員，林業改良指導員が指導普及を行な

っている。

この中で中小規模林業家が直接身近に接して相談でき

る人ほ林業改良指導員(AG)である。このAGほ機械担

当の林業専門技術員(SP)の指導を受けており,AGで

判断できない問題朧SPに,SPが処理できない問題

は林野庁に持ちこまれ，企画官(PL)が自ら，または大
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学，試験場等と相談して解決することになっている。

この組織で解決できない問題や，あるいはこんな問題

を研究してほしいということがらは，林業試験研究県内

連絡会→試験研究ブロック協議会→試験研究中央協議会

機械部会で検討処理されることになっている。

なお，林野庁に麓いては，国有林民有林を通じて林業

機械化を合理的に推進するため，林業機械化推進要領を

制定し，これにもとづいて林業機桝上協議会が設置され

鋭意その具体策を研究中である。

また，このような指導普及と併行して諸種の助成施策

がとられているので，これを有効に利用すべきである。

残念ながら，林業は農業に比較して助成制度が非常に

貧弱であるが，それでも次のようなものがあるから，該

当する場合は活用するとよい。

ただし，農業の場合もそうであるが，助成の対象は大

部分，個人であるよりは組合その他のグループであり，

この点からしても共同化が有利である。

以下，助成施策の主なものを紹介する。

（1）国および都道府県からの補助金制度

これまでは，林産物搬出の幹線的な架線が主な対象で

あったが，最近では，奥地製炭用架線やその他の機械に

対する補助も行なうようになってきた。

②農林漁業金融公庫からの融資制度

これも架線その他の出材施設に対する融資が主な対象

である。据置3年以内，償還25年以内，利率8分以内

といった条件である。

（8）新農山漁村建設総合対擬制度

これば昭和31年から35年までの5年間にわたる事

業で，全国の約5,000地区を決定し，その地区に対して

国がいろいろの建設的事業の補助融資を行なうものであ

る。この事業は地区の指定ほ昭和35年度で終了したが

事業は昭和37年度まで継続される。

中小規模林業の機綱上は，この助成によってその多く

が推進されたといっても過言でない位で，ようやく機械

化が軌道に乗り始めた今日，あとわずかでこの助成が終

了するのは残念なことである。機械関係のこの助成は第

1表の如くである。

（4）機械の有料貸付制度

地方によって有るところと無いところがあるが，股

近，この制度を実施している地方庁が大分増加してきて

いる。

以上，中小規模民有林の機械化の進め方について述べ

たが，次に，中小規模林業において使用される主な機械

について述べることとする。

Ⅲ主な林業機械

中小規模民有林機械化の上で特に述べねばならぬ特徴

は，索道と小型集材機の急速の普及である。

索道はもちろん，中小規模民有林でも以前から使用さ

れていたが，その多くは野猿程度のものであり，ちょっ

と，高級の索道になると長年の経験と勘を誇る架線師と

称する特種技術者に依頼せねばならないため普及されな

かったが，最近，大学，試験場等の研究が進承，これら

の技術が科学的に究明され，誰にでも簡易に利用できる

ようになったためであり，小型集材機は，これまでの集

材機が3胴4胴といった大型集材機のため中小規模民有

林には導入できなかったものが，集材機ドラムの正逆転

機瀧の採用，運転手の技術の向上等により2胴集材機が

普及されるようになり，特にエンドレスシーブ付の4型

集材機が出現するに及んで，集材運材併用といった面か

らも中小規模民有林にとっての利点が注目されたからで

ある。

チェンソーの利用が割合普及してきたのは，鎧近の労

力不足はもちろんであるが，これまでの手挽鋸による伐

木造材技術が相当の経験と勘を必要とし，しかも重労働

であるため，杣夫が漸減してきているからであり，刈払

機が活溌に利用されるようになったのは刈払作業が農繁

期と競合するためといえよう。また,ハンドトラクター，

防除機，漉水施設等は農業機械との兼用という面から普

及が進んできているものである。

現在，中規模民有林でとりあげられている主な林業機

械は上記のとおりであるが，これらについて以下その動

向を説明することとする。

1．索道

索道には種盈の様式があるが，一般に使用されている

ものを分類して承ると，野猿式“制動，自走式で勾配

および延長が制限される)，釣瓶式（急勾配に不適，単

支間短距離に限られる)，複軌交走式（尾索付）架線(長

距離では能率が悪い)，単軌往復式（能率が悪い，必ず

動力を必要とする)，返り線交走式〔長距離では能率が

悪い，単支間に限られる)，乗り継ぎ式（多くの作業員

を要する)，単線連送循環式（荷重がきわめて軽いこと

を要する)，複線複軌連送循環式（低速運転でも能率が

よく，勾配，距離にあまり制限がないが鍛器数を多く要

する，一方カーブならば曲線も可)，曲線式の9種類が

あげられる。

これらはそれぞれ得失があるが，中小規模民有林にお

いて，最近，特に注目されているものを述べると次のご

とくである。

（1）林野庁民有林普及型

林野庁は，東大加藤教授に昭和31～32年度に応用研
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としている。

なお，この標準型は，荷重200～250kg(0.8～1.0石）

主索12mm級の工型と，荷重500～6001<g(2.0～2.5

石）主索16～18mnl級の江型の2種類としているが，

中小規模民有林にはエ型が適当であり，これがSP,AG

を通じて普及されている。I型の織造は第2図のとおり

である。なお，昨年から奥地製炭合瑠吟のために林野庁

が補助している簡易木炭搬送施設は，このI型を応用し

たものを対象としている。

②巻田式

青森営林局の巻田技官は，第3図のように「の」の字

型支持金具と腕付の自動復原の原理を用いた搬器を組合

わせることにより，巻田G式を考案し，単線無制動の

G1型，つるべ式のG2型，単軌循環連送式のGB型(第

4図参照）を考案し，次いでこれの改良型ともいうべき

G8K型,G3S型等をも考案したが，巻田技官考案の中

で，特筆すべきものはF型である。

己

第2図林野庁漂準型I型索適

究費で民有林普及型索道の研究を依頼したところ，加藤

教授は索道の実態調査と，索道の理論的並びに実用的研

究の結果から，複線複軌連送循環式を採用された。その

理由は淡のごとくである。

a・運材能力は距離の大小とほとんど無関係であるか

ら，長短いずれの索道にも適用できる。

b.低速運転（索速度1.5～2.5m/Sec)でも十分の

運材能率をあげうる。従ってワイヤーロープおよび運転

機械の損耗が少なく耐久力が大であると共に，比較的低

廉な機械の使用が可能である。

C.制動または動力による駆動の運転操作が容易かつ

安全である。

d.避台上の作業員の肉体的並びに精神的負担が少な

い。

e・作業用資材，食糎等の上げ荷にも利用できる。

f.若干の補助的施設を加えることにより，曲線索道

とすることが可能である。

以上の理由により複線複軌連送循環式を採用したが，

さらに，この様式による民有林標準型索道としての各部

の方式ほ次のようである。

a・主索5椛造6×7ラングZ.JIS2種以上または

これと同等以上のもの。索張り，中央垂下比標準0.03

~0.05(最大スパン)。張り方，定索張，変張力，両端

固定式（調節)。張力および荷重，張力安全率2.5～3.0

輪圧張力比1/30～1/50.

b.複索？主索に同じ。

c・曳索？椴造6×7ラングZ.JIS2種またほこれ

と同等以上のもの。

d・支柱；木造門型また臓鳥居型。

e・制動機：短軸溝車，制動輪一体型ハンドブレー

キ。

f.軌索受：可動吊金具，ヒンジ式サドル。

9.曳索受：戸一ラーまたは案内付滑車，峯越部吊金

具一体受車。

h.溝車：制動または鎚動用多溝を車遊動車付，他端

単溝車。

《
）

I

第3図巻田式支持金具及び撤器
今

毎
．

～

このF型は第5図のようなもので，細いワイヤーの輪

を主索に2～3回捲き，その下方に吊鈎で結束した荷を

吊すと荷の重さでその捲きつけた細いワイヤーの輪，す

なわち搬器は主索に締めつけられ，エンドレスに架線し

てある主索の運行に従って運搬されるのである（荷を降

す時は畢荷を吊鈎と共に取はずすと搬器であるこの細い

ワイヤーの輪抵，自分の弾性で簡単に主索から解けて脱

落する)。これは薪炭等の経量物の曲線運搬に適す。

なお，最近，巻田技官は，炭材を窯元まで集材する装

置としてG･型を考案したが，これは低速にはG･ポイ
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宮川：民有林の機械化

第5図巻田F型軽架線

COとばしごみ

第6図巻田Go型軽架線

ソト，高速にはGo脱落錐を用いて第6図のように脱線

斜面衡突転落堆積させるものである。

侭）その他

以上の他に，巻田式の変形ともいうべき都築式とか，

鳥取県で普及している「かけ金」をつけた搬器が終点の

荷受け装置において自動的に積荷の荷卸し作業を行なう

中島式などもあり，また，単線連送循環式がスイスのラ

ッソー式，オーストリアのライスナー式の影響もあって

注目され，東大加藤教授，大阪営林局川越技官等により

研究されている。

2．小型集材機

これまで中小規模民有林においては，簡易索道以外に

はこれはという機械も導入されていなかったが，最近，

】

索道の上部起点に第7図のような小型集材機をすえて，

これにより，集材したものを索道でトラック道まで運材

する方式が採用されてきた。

この小型菓材機がエンドレスシーブをつけて集材機と

運材･機を兼用したものは，その汎用性をもって，また，

価格の低廉さをもって急速に普及してきている。

小型集材機は小型であればあるほど軽溌安価のため，

一時は超小型ブームをおこしたが，股近は，小は大を兼

ねることができなし､が大は小を兼ねるということが改め

て認識され，小型とはいっても極端な小型は漸減してき

ているがこの流行のおかげで幾つかの優秀超小型集材機

が現出した。第8図のようなスマックウィンチはその一

例で，木寄小出作業にはもちろんのこと土場の巻立作業

等にも利用されている。

いずれにせよ，中小規模民有林に対する小型集材機の

普及はますます活溌になっていくものと思われる。

第7図小型集材機

第8図スマツクウインチ

－25－
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3．チェンソー，刈払機，穴掘機

手挽鋸による伐木造材作業が長年の経験と勘と重労側

を必要とすること，造林作業が田畑作業と競合すること

などの理由から，伐木造材にチェンソー，刈払作業に刈

払機を使用することが漸増してきている。

チェンソーは3～8馬力程度のものが多く使用され，般

近，第11図のような目立器を使用することにより鋸断

性能を維持することが普及してきている。一般に，チェ

ンソーはダイヤフラム式器化器，ダイレクトドライブ型

式のものが多く使用されている。

且

第9図張力計

告龍

垂蟹-.曲

吟

鞭』：種 ＄

＃
．

マ

一

輩．

～

■
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第11図チエンソー自立器

刈払機は地抹，下刈等の刈払作業に第12図のように

使用されるが，現在の刈払機は，その性能上から大きく

分類して3種類となる。すなわち，チェンソーのアタッ

チメントとして利用されている刈払機は漉木，根曲竹等

の刈払困難なものに適し，これと反対に馬力が小で雑草

程度に適するもの，この両者の中間のものといった具合

であり，それぞれの刈払現場に適するものが採用されて

いる｡

なお，般近，植穴掘作業に使用する第13図のような

穴掘機が注目されるようになってきた。

4．その他

その他，農業用機械の林業に対する兼用も盛んになっ

てきている。ハンドトヲクタ，防除機，澗水施設等をそ

のま震苗畑作業に導入するばかりでなく，一部改造する

ことにより第14図の如くハンドトラクタを苗の掘取根

切作業に使用したり，あるいは，ハンドトラクタの励力

を利用して簡易索道を作設して下から苗や肥料をあげ，

上から薪炭や材木を運搬したりしているところもある。

また，集材機索道等の自動制禦用として第15図のよう

な風圧ガバナーが利用されてきている。その他，種女紹

介したいものがあるがここでは誌面の都合上この程度に

して他は省略する。

第10図鋼索点検器

（1）点検器一式
0

ム

ーヨ

(2)使用状況

なお，索道の場合もそうであるが，架線の設計，検定

を便利にするため，第9図のような張力計が大分利用さ

れてきているが，最近，簡便な中央垂下比測定器も考案

され性目されているし，また，第10図のような鋼索点

検器も利用されるようになってきた。
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露15図風圧ガバナー

的な問題もあるが，前述の林業機械化協議会でもこれに

対する審議を始めて鐺り，その他，諸種の機関でもこれ

に対する検討を行なっているので，近い将来，これに対

する方針が確立され中小規模民有林の機械化が合理的に

推進されるものと期待される。

これまで長凌と貴重な誌面を汚したが，緒言でも申上

げたように，この文は，機械専門技術者の参考となるた

めの意図で書いたものでなく，これまで林業機械に比較

的関心の少なかった中小規模林業関係の方,々に対して失

礼な表現ではあるが本誌編集者の希望により「機械化の

手引き」という気持で書いたものであることを諒とされ

たい。

第12図刈払機

F風

◆

第13図植穴掴機
I

直 輸入

一外国産林木種子予約受付一

1961年産

ストローブ松米国産

△

一

1

テ ーダ松 〃

スラッシュ松 〃

スラヅシユ松濠洲産
第14図ハンドl､ラクターにエる苗の根切

其の他研究用各種林木種子Ⅳ結言

以上，中小規模民有林の機械化の現状や進め方,使用

されている機械化の動向等についてとりとめなく述べて

みた。

わが国の林業機械化を推進するにあたって，今後の問

題点は多をあるが〉この中小規模林業をどのようにして

合理的に機賊化し，林業の近代化を図っていくかは重要

な問題である。この場合，技術的な問題もあるし，行政

林野庁御指定

紅大貿易株式会社種苗部
東京都千代田区神田鎌倉町九番地

電話神田（251）9040,9041
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分悲観的なことばかり述べたが，要は自分達が使用する

道具は自分達が育て上げる決心が必要であることを述べ

たかっただけであって，多種多様な機械の製作に追われ

ているメーカーに委せて，自分達の産業に適当した機械

ができないのほ機械メーカーの怠慢であるかのような態

度でば決して機械化も進まず有終の美を収めることはむ

ずかしいであろう。

一般に，林業技術者は機械に対するコンプレックスに

おちいってはいないだろうか，その結果何か機械を使っ

てみても故障が起ったり，具合が悪かったりすると，す

ぐにrこの擬械は使いものにならない」という一言の下

に片付けられなぜ具合が悪いのか，どこが具合が悪い

のか，というところまで探求されない場合が多い。今日

の進歩した機械といえども農初から完全なものほできな

いし，改良を重ねても今日の技術では解決のできない問

題もあるので，そのような場合には機械の性能の不足な

点は作業の方法，機械の使い方でカバーしなければなら

ない。ことに造林作業のように今まで機械を使用した経

験が少なく，また機械を使用する条件に恵烹れていると

はいえない作業で朧，一層このことが大切な研究課題と

なるであろう。要ば，われわれは自然科学に従事する技

術者として，作業を正確に観察し実験を重ねるならば，

たとえ機械の機能がよくわからなくても対策は自ら会得

できるのであって，研究的な態度が新しい技術を確立す

るためには必要である。

2．造林作業機械化の困難性

造林作業に限定しなくても，林業の一般的な作業条件

は決して機械化に好適であるとはいえない。すなわち，

交通不便な山間僻地で林業が経営されるという社会的環

境，あるいは急峻な山岳部で行なわれるという地形的自

然的条件，林業の経営規模，林業の経営者あるいは労働

者の技能水準などの各種の条件は，いずれを取って承て

も決して機械化に適した条件を備えているということは

できない。しかし今はこのような林業全般に共通した不

利な条件は除外して考えてぶても，造林作業は独自の機

械化に不利な条件を具えている。

今その不利な条件を上げてみると次のとおりである。

（1）造林作業は面積的拡がりを持った作業である。

②造林作業の作業の集中度侭低い。

（8）造林作業健各種の異種の作業を含んでいる。

いうまでもなく犠械は，その歴史的な発展過程から見

ても，本来分業的で，大量生産的な性絡を持っている。

機械を使用する作業がこのような性絡を持っている場合

には，機械は至大な能力を発揮する。従って，機械ほ単

純な作業が大量に繰返される場合に最も適当している。

工業においては，人為的にこのような環境を作り出すた

めに，原料を一定の工場という場所に運搬し集積して，

造林作業の機械化について

I

０
１
１
１
１
１

米 田幸武

1．はしがき

造林作業の労働生産性を高める必要性は，拡大造林の

本絡化にともなって叫ばれつつあったが，特に媛近の経

済の異状な伸長につれて山間部における労働力の盤得

は，遂次困難の度を加えつつあって，今日では地方によ

っては，労働力の面から造林面稜が制約されるような情

勢も見え始めている。このような情勢を反映して造林質

金も高騰の気配を見せているが，それでも優秀な労働力

を確保することは難かしぐなっている。

もしこのままの状況が継続し，さらに今後一層経済の

伸長が続くならば，あるいは労働力の面から計画どおり

の造林事業量を確保することが不可能になるかもしれな

い。そうなれば拡大造林を見返えりとして森林蒋積の先

食いを行なっている増伐計画は根底から崩れ去ることに

なるのであってゆゆしき大事といわなければならない。

この対策として誰しも考えることは,労働者の作業功
程を劃期的に高める方法はないかということである。そ

して，この方法として登場してきたの力;造林機械化であ

る。しかし，一口に機峡化と云ってもわれわれは今直く．

に万間蕊となるような適当な機械を持っている訳ではな

い。なるほど磯械工業は最近著しい進歩を遂げてはいる

が，そしてある面では昔想像もできなかったような偉業

も成し遂げてはいるが，決して突如としてそのような高

度なものが生れ出た訳ではなく，技術の一歩一歩の積承

上げの結果がそうなったのである。今日われわれがにわ

かに造林事業に役に立つ機械を求めても，すぐに役に立

つ機械が誠に少ないのは，その方面の技術の進歩に関心

を示すことが少なかった当然の結果といわなければなら

ない。一つの型の機械を考案してからそれが実用化に耐

,えるものになるまでどの位の年月を必要とするものであ

,るかは，手近なところではそのよい例を刈払機の進歩に

おいて見ることができる。

今日:のわれわれの称える造林機鯛上もメローガンだけ

が先行して，機械の面から見るとその状況ははるかに機

械化以前の状態にあるといっても過言ではあるまい。大

《
‐
）

へ

～

筆者・林業試験場経営部
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米 田：造林作業の機械化について

高能率な機械に多額の投費を行なって，同じ物を大量に

加工している訳である。このような機械の特性を考えつ

つ上の因子を分析してみることにする。

（'）造林作業は面積的拡がりを持った作業である。

造林作業の中には苗木運搬のような線上の運搬作業も

あるが,大部分の下刈とか植付とかいうような作業は，

いずれも林地自体もしくば林地に定蒲した植生に対し加

工される作業である。従って，これらの作業を行なうた

めにば,加工する人間や機械が加工を必要とする場所に

移動して行なって作業を行なわなければならない。すな

わち，加工は常に移動をともなっていることになる。

も少し具体的に説明を加えると，地栫の刈払が2m巾

で行なわれるとすればblhaの全刈を行なうためには，

作業を行いつつ5,000mの距離を移動しなければならな

い。そのほかに作業をともなわない移動の距離も相当に

ある筈であるから，造林機械は本来移励性を持った機械

でなければならない。機械に加えられる制約は，単に加

工に必要な性能を持つだけでなく，移動する性能を要求

されることになり，それだけ機械の製作を困難にする。

移動を人間の携帯することによって行なう場合には，

作業の速度は，非常に軽易な作業の場合でも，人間が何

'噌かの重溌物を持って山間の不整地を移勤できる速度で

頭打ちされる訳で，小山悌氏によれば，チエンソーの場

合その移動速度は作業を行なわない場合でも12m/mm

が実用的な値であるという。なお挑幣式にした場合に

は,機械の重量が制限され，日本人の体格では機械の重

量は大体15kg程度が限度である。この範囲に重蛍を抑

えると，原励機の出力も加工機の大きさにも自ら限度が

あることになって，加工速度はこの面からの制約を受け

ることになる。

②造林作業の作業の集中度は低い。

林業の単位面稜当りの労働投下量は農業に比較すれば

著しく低いことは周知の事実である。この作業が造林作

で確一時に集中して投下されるのでなく，同じ林地に対

しある適期において投下される。.このことば造林作業の

面積当りの’回の労働投下量を一層分散させることにな

る訳である。もしこのような作薬に機械を導入すると，

機械の性能が高ければ高いほど，機械本来の加工を行な

う時間は少くなって，大部分の時間は移動の時間に消喪

せられることになる。

下刈作業のように同じ場所に年2回投下される労働麓

は1回の作業で間に合うように作業を集中投下すること

ができれば相当状態は改善されることになる。いずれに

せよ，投下労働量が全体として多くないことは，機械に

対する投資限算額を定める場合に，相当低い線に落着か

せなければならないことになる。

1､ラクダのように高価で強力な機械が使用される場合

には，作業能力は余っていても，移動速度は地形の関係

から無闇に高めることはできず，作業の巾にも限度があ

るので，どうしても作業方法を変え，従来何回にも分け

て作業をしていたものを1回の運行で済ませるような考

案が必要である。

侭）造林作業ほ各種の異種の作業を含んでいる。

造林作業は苗畑の鐇種からはじまって,床替,山出し，

地栫，植付，下刈などと各種の作業を含んでいる。作業

が変れば必要な機械が変るのは当然であって，多少作業

方法を変えて，作業の種類を減らせたとしても，到底少

ない種類の機械で全作業を機鋼上することはできそうに

ない。その_上，同じ地持と称せられる作業であっても，

その作業内容は，伐採跡地の状況，地形植生の状況な

どによって同一でなく，ある場所では刈払が作業の主体

であり，他の場所では末木枝条の取片付が主体であると

いう風に必要とされる磯械自体がすでに変ってくるよう

な場合が少なくない。

このような作業内容の多様性も機械の大量生産的性絡

に相反するもので機械化を困難なものにする。

3．造林作業機械化の現状

林業の機蜘bという言葉が使われ初め，組織的に活動

が行なわれ始めたのは，終戦直後のことであって，考え

ようによってはもうかなりの年月になるという見方も成

立つかも知れない。しかし，林業機械化と大きく打出し

はしたもののその実際活動は，最初の間はほとんど伐木

運材事業のしかも国有林関係に限定せられた観があっ

て，その方面では最近やや成果を収めはじめたという段

階であろうか。

造林機械化という言葉が特別に叫ばれるようになった

のばごく最近であって，ほんのこの2～3年来のことで

はないだろうか。とすると造林作業力、今日の伐採事業

関係のレベルに達するのは今後10年位は必要だという

ことになるかも知れない。しかし，われわれは何も伐採

事業が右往左往しつつ歩んだ道を同じような過程を経て

たどる必要はない訳であって，他山の石は近くにあるの

であるから最も近道を迷わずに進むようにしなければな

らない。

このように造林機械化の歴史は新しく現在ほとんど機

械化されたとはいえない状況ではあるが，一応現況を把

握して今後の進むべき方向を考察したいと考えるので,．

以下造林技術の体系に従って現状を分析する。

（1）苗畑作業

苗畑作業は，比較的小面積の場所に作業が集中して行
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やや固い根曲りが密生しているような場合に最も人力と

比較して効果が大きい。

機械の重量は人間の肩から吊下げるか背負うようにな

っているので，移動は全部人間の歩行に頼っており，こ

の面から作業速度に自ら制約を受けることになる。最近

機械の使用方法の経験も秋み，機械管理も集中化せられ

て今後は相当に効果を収めるのではないかと思われる。

天然林の伐採跡地や笹生地では刈払作業が地栫作業の

主体をなしているが，人工林の跡地では刈払物件ばあま

りなく，むしろ末木枝条などの集積の方が問題であると

して一部でそれを行なう機械の試作を進めているがまだ

思わしい成果を収めていない。

小型可擬式の機械ではそのほかに植穴掘機が紹介され

ている。いずれもチエンソーの機関を原動力とするもの

で，刃部の大きさの関係から作業時に一人で保持するこ

とが困難なものが多いが，般近林試で試作したものは，

一人作業を目的に刃部の直径を小さくし，逆転機を取付

けて土の散乱を防ぎ，機械の抜き出しを容易にしてい

る。これが実用化をいかにしてはかるかは今後の課題で

あろう。

北海道の帯広営林局標茶営林署のパイ戸ツトフオレス

トは機械力を活用したカラマツの大面積造林で有名であ

るが，地形が大きな波状地で伐根の少ない，岩石の無い

土壌であるという恵まれた条件ではあるが，徹底的な機

械化を行なう場合の一つの考え方を示すよい例として引

用して承たい。同地における機械化作業の地栫は，普通

のように刈払機による刈払，火入れまでは従来どおりで

あるがその後の作業方法に大きな改革がある。すなわち

苗木の植付本数は標準どおりha当り，カラマツであるか

ら2,500本であるが，植付の列間を2.1mと広くし，そ

の代りに苗間を若干つめて，トラクタとその作業機が自

由に列間を行動できるように植付の場所を定め，まずト

ラクタで戸一夕ベータを索引して苗木を植付ける場所を

徹底的に中耕する訳である。そうすることによって苗木

の植付は非常に容易になるし，その中耕された部分の潅

木・雑草の根が徹底的に破壊せられ，翌年度における雑

草の発生が非常に少なくなるのである。この地栫作業は

植付前年の秋から植付直前までの期間に行なわれ，作業

期間がかなり長くなる。翌年の春または秋に植付を行な

ったならば，今度は前の地栫のときは中耕されなかった

苗の列間を同じ方法で中耕を行なうのである。そうする

と前年度中耕されたところと翌年度中耕されたところが

重なって結局林地全体が中耕されたことになる。中耕の

効果嘘非常に著しいもので，前年度中耕された場所は翌

年度の草の発生は著しく少なく，幼苗時代年2回行なう

なわれ，場所も固定しているなど作業技術から見るとか

なり農業,ことにその畑作と近縁の作業である。従って，

進歩した農業機械がそのまま応用できる作業については

相当に農業機械がとり入れられている。

固定的な設備としては，苗畑潅水装置や種子貯蔵庫な

どが実用化されているし，移動式の機械としては，各種

の勤力耕纒職，薬剤散布機などが代表的なものであろ

う。また般近では林業独自の機械も考案されはじめて，

やや大型の根切堀取機，耕転機に取付ける堀取機などが

それである。

一般に苗畑における作業ほ農業よりも若干力を要する

作業が多く，たとえば苗畑の耕転深度にしても麦畑など

よりは深いことが必要であるし，根切堀取など･も相当な

重作業であって，農業用機械よりはやや大きな力を要求

される場合が多い。その上，農業用に考案された機械

は，その目的にだけしか使用されていないため，年間の

稼働日数が著しく少ないことが考えられる。

しかし，耕転磯などをなるべく多くの作業に応用する

ために苗床の作り方を変えて，たとえば畦植にして一回

の機賊の作業巾を少なくし，除草などにも使用しようと

する試承はことに高知営林局管内などで行なわれてい

る。

米国においては，わが国とほ苗畑の規模も違うのであ

るが相当広範囲の作業が機械化され，耕転整地，苗床造

成はもちろんのこと，播種，床替，掘取，除草，薬剤除

草などは35馬力級の車輪式トラクタによって完全に機

械化され，選苗，梱包なども簡単な装置で機械化されて

いることが媛近報告されている。

（2）新植作業

林地における新植作業は，わが国の林地が一般に急|唆

な地形のところが多いため最も機桝上が困難である。実

用化の段階に入ったものは，最近林野庁でも積極的に普

及をはかっている刈払機くらいである。

刈払機は昭和23年ごろから研究が始められ，昭和28

年頃になってようやく現在普及に移されている型に近い

ものができ上った。その後チエンソーのアタッチメント

として輸入された外国品や，国産機でも農業機械メーカ

ーが草刈機を改良した機械なども出現して，現在市販さ

れている刈払機は十指に余るほどである。これらの刈払

機はいずれも小型の高速ガソリン機関を動力とする可搬

式のもので，長いシ,ヤブトの先についた丸鋸によって障

害物を刈払うようになっており，径10cm位の漉木まで

刈払うことができる。刈払機の功程は伐採跡地の状況や

植生の状況によって大差があり，ことに末木枝条が散乱

する場合には，同じ植生でも功程が半減するほどであ

る。また,植生があまり密でない下刈の場合などよりは，

巳
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必要のある下刈作業が年1回で十分であるだけでなく，

苗木の成長もよく，鼠害の発生も少ない。翌年度の下刈

に代る中耕は苗の列間だけ行なうので縦の苗間には掛け

られないから，その部分だけ刈払を行なうか，全然刈払

を行なわなくてもどうにか間に合うようである。その次

の年にも年1回中耕を行なうと列間の部分はちょうど畑

のような状態になってその後は下刈を行わなくてもよい

のではないかと思われる。

このようにトラクタを使用することによって，従来の

刈払作業と農業で行なうような中耕除草に置き代えて回

数を減少するので，機械を使用する場合にはこのように

1回の作業の強度を強くしてその代わりに回数を減ら

し，輩た地上部を刈取る代わりに地下部を破壊するとい

うような作業方式の変更を行なわなければ徹底的な機械

化を行なうことができない場合が多い。このようにして

造成された造林地の今後の成縦は結果を見なければわか

らないが，その結果が一日も速やかに発表されることを

期待するものである。

（8）保育作業

大面積の林地に防虫のため薬剤を散布することは，北

海道の風害跡地に虫害の大発生を予防するため，ミスト

機，ヘリコプターなどを使用して成功を収めている。造

林地の鼠害を防ぐため機械で防鼠溝を掘ることは，容易

なようであるが帯広局で実験した結果は成功していな

い。しかしヘリコプターによって醗餌を散布すること

は，所望の地域に所望の密度で散布することに成功して

いる。森林火災の警防に挑帯無線を使用すること，防火

作業に携帯式動力ポンプを使用することは，いずれも相

当の効果が認められている。

このような保育作業は，どのような被害に対し，どの

ような対策がとられなければならないか，ということの

解明がまず必要であって，対縦さえ明確に打出されさえ

すれば技術的にその対策を実行することはそれほど困難

がない場合が多い。

4．今後の動向と問題点

造林作業機械化の今後の動向を予測することは，それ

がようやく実行に移され，研究が開始された段階である

ので非常に難かしぐ，あるいは単なる夢物語に終る可能

性がないでもないが，やはり今後事業を進めて行く上に

一つの見通しを持っているということは必要であると考

え，現段階に鈴いて予想しうる限度に鈴いて，前項で述

べた現況からの発展の姿を予測して承たい･

（1）苗畑作業

苗畑作業では，一応の機械化の見通しほ，農業機械の

発展の動向とも勘案しうることができる。現在の農業機

械そのままの形の移入は，もうそろそろ限界が見えてい

るようである。今後は，耕転，掘取りといった部分的な

技術の改良でなく，一貫して機械で作業を行なうために

は，磯械はどのような形のものにならなければならない

か，また苗床作業ばどのような形に改革されなければな

らないか，一つの体系を持った機械化が推進されるので

なければ大きな効果を収めることば困難であろう。米国

式の一セットの機械を採用して一貫した磯鯛上作業を行

なって承るような大掛りな実験によって今後の方向づけ
口

を行なう必要があろう。とのようなパイロットナーサリ

イを国有林あたりで労務事楕のよくない大きな苗畑を指

定して設けてはどうであろうか。普及の初期にはどうし

てもこのような重点指導が必要なものである。

②新植作業

新植作業は苗畑作業に比較すればはるかに初歩的な段

階にある。苗畑作業の機械は，大体艇業機械の改良で足

りるのに対し，新植作業では機械の試作から始めなけれ

ばならない。まして作業体系化などはもっと先の問題で

ある。ただ単に手持器具を手持機械に代え，作業方法は

手工具の場合と同じであるというような，機蜘bの最も

初歩の段階をやはり経過しなければならないであろう

し，現実にも林地を自由腫走行でき為ような機械が今す

ぐに出現する可能性は少ない。考えようによっては林地

の状況を今のままの状態にしておいて，機械をとり入れ

ようと考えること自体が無理なのであって，たとえば林

道網を劃期的に拡充して林地はどこでも林道から200xxr

以内の距離にあるようにするとか，林地に階段加工を行

なって局部的な平地を造成するというような機械をとり

入れやすい場を用意しなければならないかも知れない。

また，伐採事業のやり方で造林作業の内容が変動するよ

うでは，とても造林事業の標準化も機械化も難かしいか

ら，少なくとも伐木造材，木寄までの段階は造林事業を

含めて考え，木材の利用状況も考えつつ標準化を行なう

必要がある。

当面の課題としては，新植作業にどのような機械が必

要であるのかすら明らかにされていないので現在程度の

機械を改良すればよいのか，もっと新しい機械を考案す

る必要があ為のかをも少し見きわめ，恐らくもっと新し

い磯械を送り出すことが先決になるのではないかと思わ‘

れる。ただ木材の利用が進んだ場合に不必要になるよ.う‘

な機械の考案あるいは腓入にあまり縮力を捜すのもどう

かと考えられるのでそのような状況も予測して承ること

が肝要である。一つの機械で利用が進んだ場合でも，現‘

状でも使用でき・るようなものができれば鮫も効果的であ，

る。たとえばごく簡単な木寄槻，携行可能なチッパー機

などのようなもので末木などを処理するような方法も可

能であろう。逆に全幹集材を行って土場で処理する方が
より合理的かも知れない。
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1．まえがき

林業における労働災害は，林業労働の特殊性からこれ

まで安全蕪準を規制することなく，自主的に進められて

きた安全対策が比較的低調であったことも原因して，他

の産業に比べてきわめて高い災害率を示し，堂た最近に

赫ける機賊化の進展は，災害の発生原因に多様性を加

え，災害の様想をもがなり変貌せしめている。

このため，数年前から関係者の間で安全基準の法規制

化が懸案となっていたが，産業災害防止総合5カ年計画

が樹立され，その一環として安全関係法令の整備が強調

されていることから急速に具体化し，林業においても安

全基準を制定して強力に安全対策を進めることとなり，

現行安全衛生規則の一部改正として去る3月8日iこ公布

され，明年4月1日から施行されることになったのであ

る。これにより，いままで低調であった林業における災

害防止対策は強化され，さらに機械化の進展に即応して

架線技士免許制度を設けて，機械集材装置や運材索道の

組立て等施工の向上を図って，災害の防止と仕事の能率

化を図ることにしたのである。

2．架線技士とは何か

機械化の進展は災害の発生原因に多様性を加え，その

様相をもかなり変貌せしめているが，なかでも機械集材

装置または運材索道においては施設の施工に由因すると

ころが大きく，また施設現場の多くは山間の足場の悪い

斜面にあって，しかもその組立てや解体の作業ば立木，

支柱等の高所の不安定な場所で，数人の労働者が相互に

十分な連けいを保ちながら行なわなければならない危険

な業務であるため，施工の巧拙は災害の発生仕事の能

率に影瀞するところがきわめて大きい。したがって，こ

のような業務についてば，作業を総括して指揮監督する

作業主任者が必要であるばかりでなく，安全でかつ能率

的な仕事ができるように施工しなければならない。

このようなことから，危険性の多い機械集材装置また

は運材索道の組立てや解体の作業については，規模の大

小にかかわらず，すべて作業主任者を選任して災害の防

止を図ることにしたのである。
●●◆●

すなわち,､施行のよしあしは安全かつ能率に及ぼす影

響が大きいので，機械化の進展に伴なって機械も改善さ

れ，施行技術も進歩してきている最近においては，作業

主任者も従来のようにいわゆるカンと経験に頼った名人

筆者・林野庁林産課

芸的な前時代的なことでなく，眼の前におかれた千差万

別の地形と機械を，科学的に見きわめながら施行してい

かなければならないcこのために健，作業主任者として

は直接必要な機械に関する知識組立てまたは解体のた

めに必要な力学および安全についての知識と，その基礎

の上にたった熟練度，さらには多くの労働者が相互に連

けいして行なう作業であるため，指揮能力をも必要とさ

れる。

したがって，今後は従来のように単なる操作技能を持

つだけの技能者ではなく，前述のよう蔵知識と技術と指

揮能力を兼ね備えた作業主任者が要請され，この要請に

応えて，このたびの架線技士免許制度ができたのであ

る。

この架線技士は，その目的を達成するために嫁，本来

ならば規模の大小にかかわらずすべてに適用すべきであ

るが，小規模のものは作業も容易で危険性も比較的少な

いことから適用から除外し，危険性も多く高度の知識と

技術を必要とする規模の大きいものについての承適用

し，その作業主任者は架線技士免許を有しなければ業務

につくことができないよう．,就業を制限､したものである。

3．架線技士の種別と適用範囲

架線技士は，取扱う施設と機械によって，集材架線技

士と運材架線技士に区別され，運材架線技士はさらに取

扱う規模の大きさによって，1級と2級に分かれてい

る。機械集材装置またば運材索道の組立や解体の作業主

任者は，前にも述べたようにすべて架線技士免許を有す

ることが望ましいが，小規模のものは危険性も少なく，

それほど高度の知識および技術も必要としないことか

ら，適用範囲を定めて，一定規模以上のものについての

承適用されることになった。

すなわち，作業主任者が架線技士免許を必要とする規

模の範囲は，次のとおりである。

(1)原動機の定格出力が7．5キ再ワットをこえる機械集

材装置の場合には，集材架線技士の免許を有する者。

②支間の斜距離の合計（以下索長という）が1,500メ

ートル以上の運材索道の場合には，媛大使用荷重に関

係なく，1級運材架線技士免許を有する者。

(8)次の(ｲ)～例までの運材索道の場合には，1級または

2級運材架線技士免許を有する者。

け）連送式であると連送式以外であるとにかかわら

ず，般大使用荷重が200キ毎グラム以上であって，

索長が1,500メートル未満の運材索道。
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保坂：架線技士について

（ﾛ）最大使用荷重が200キログラム未満であって，索

長が350メートル以上1,500メートル未満の連送式

の運材索道。

例最大使用荷重が200キ1.グラム未満であって，索

長が500メートル以上1,500メートル未満の連送式

以外の運材索道。

4．架線技士の免許資格

架線技士免許は,資格試験に合格した者,労働大臣が
告示で定めている資格認定者，および経過規定により一

定の資格要件を備えている者に対して，その者の申請に

よって都道府県労働基準局長が与えることになってい

る。すなわち

(1)架線技士試験に合格した者。

都道府県労働基準局長が行なう集材架線技士試験，

1級または2級運材架線技士試験に合格した者は，そ

の者の申請によって免許が与えられる。

②架線技士試験合格者と同等以上の能力を有すると認

められる者。

この者は，申請すれば無試験で免許が与えられる

が，この認定資格は，学歴または資格と実務経験の両

面から定いている。

(3)経過規定で認められる者。

架線技士免許制度肱，昭和37年4月1日から全面

的に実施になるので，これに備えて架線技士試験と併

行し，経過措置として，一定の資絡要件を有する者に

嘘その者の申請により免許を与え，規則の円滑なる施

行を図るようにしている。

この経過措置により免許を受けることのできる者

は，一定の資格要件を有するほか，都道府県労働基準

局長が行なう講習，童たは営林局，営林署，県，関係

団体等が都道府県労働基準局長の指定を受けて行なう

講習，いわゆる指定架線技士講習を修了し，かつ昭和

37年4月1日現在において，架線技士でなければその

組立てや解体の作業主任者の業務につくことのできな

い規模の機械集材装置または運材索道の取扱いの業務

に，それぞれ従事していることが要件となっている。

5．架線技士免許の欠格

架線技士免許は4の免許資格者であっても(1)身体ま

たは精神の欠陥により，機械集材装置または運材索道の

組立てや解体の作業主任者の業務を行なうのに，不適当

であると認められたる者。(2)架線技士免許を取り消さ

れた日から1年を経過しない者。(3)18才未満の者。は

免許の欠格者として免許が与えられないことになってい

る。なお，(1)と(2)は免許の欠格者であるとともに受験

の欠格者となっているが，(3)の18才未満の者は試験は

受けられるが，合格しても満18才になるまでは免許は

保留されることになる。

6．架線技士試験

架線技士試験は，架線技士として必要な知識と技能を

有するか否かを判定するために，都道府県労働基準局長

が行なう資格試験で，毎年1回以上行なわれる。試験朧

学科と実技について行なわれ，住所地以外の都道府県に

おいても受験することができる。

「試験の種類」は，対象となる施設と機械によって免許

が区別されているので，これに即応して集材架線技士

試験，1級および2級架線技士試験の3種類に分かれ

ている。

「試験資格」ほ，5の(1)の身体まだ唯精神に欠陥のある

者，②の免許を取り消された者を除いて，学歴，年令

・に関係なくだれでも受験することができるが，1級運

材架線技士試験は2級の免許を有する者でなければ受

験することができない。

「試験免除」ほ，学科試験に合格し，実技試験には合格

しなかった者が，1年以内に同種の試験を受ける場合

のほか，学歴等によっても全部または一部の免除が受

けられる。実技試験については，い童のところ免除を

していない。

「試験の内容」学科試験は，(1)機械に関する知識，値)組

立てや解体のために必要な力学に関する知識,(3)安全

関係法令，の3科目について筆記試験によって行なわ

れ，試験時間ば1科目1時間己方法憾択一方式が予

定されている。

実技試験は，学科試験に合格した者または学科試験

の全部免除者でなければ受験することができない。こ

の試験朧組立て，解体に必要な実技について主として

模型を用いて行なわれる予定であるが，模型を用いて

もあらゆる実技を行なうことはできないので，器材と

模型とにより，実技と口頭の両面から行なわれる。

7．架線技士講習

架線技士免許制度は，前にも述べたように今回あらた

に設けられた制度で，昭和37年4月1日からの実施に

備えて，架線技士試験と併行して一定の資格要件を有す

る者に対し都道府県労働基準局長が行なう講習，または

営林局，営林署，県，関係団体等が都道府県労働基準局

長の指定を受けて行なう講習の受講を要件として，免許

資格が与えられることになっているので，この要件を象

たすために指定架線技士講習が行なわれる。また，この

講習と関連して，架線技士試験を受験する者を対象とし

ての受験準備に，あわせて作業主任者として必要な知識

と技能を習得するための講習を行ない，素質の向上を図

って，作業の安全と事業の実施に万全を期することにし

たのである。
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セクターのネーム・プレート

『拝啓毎度有りがとう御ざいます。さて列（例）の集

ざい機（集材機）のはり方やしゆるい（種類）などくわ

しくかいた本をどうか送って下さい,私しも小方(小型）

でばありますが今どうにか運転をやっておりますが，ま

だまだ場所のえらび方やわいやう（ワイヤー）などのは

りかたが，わからないのでどうかおねがいすます，友達

の話によれば炎方の会社の本わほんとうにわれわれに

も，わかりやしい（やすい）ように書いてあるとのこと

だからどうか御ねがいすます，お金の方は，ねだんがわ

かればしく・（すく．）送りますから御早目にどうか御ねが

いすます｡』

この手紙は，最近，林業機械化協会へ来た図替注文の

照会のものの一つで，原文のままのものである。便隻一

枚にたて盤きしてあるのだが，書き出しは左側から始ま

っている。

差出人は秋田県の山村のもの，民有林で集材機で出材

している作業員であるらしい。そのたどだとしい文章と

文字から，ほぼ学歴は推定されるが，なんとしても，参

考書を注文して機械集材の新しい知識を求めようとする

その悩熱と意欲に対しては頭のさがる思いがする。

来年の4月1日から実施される改正労働安全衛生規則

によって，集材架線技士または運材架線技士の免許者で

ないと，一定規模以上の機械集材装置および運材索道の

組立や解体の業務主任にはなれないし，その主任がおら

ねばその業務はできないことになった。そして，その技

士資格試験は本年6月から始められている。この手紙の

差出人も，おそらくこの資橘試験の準備をしている者で

あろう。

築材機とその作業侭，今日，もはや林業では常識化し

て，集材架線技土の誕生を見るまでに達した。そして，

この手紙の差出人のような山林労務者たちが，自動車運

転免許を得ようとしている街の多くの若者たちと同様

に，今後，林業技術者としての集材架線技士の免許盤得

に，糊艮を尽すであろうことは，終戦前の林業人には夢

にも考えられなかった。それほど集材機作業は発達して

いる。

集材機の歴史は40年以上にもなるが，終戦前までの

全国の総台数ほ100台を越えてはいなかったであろう。

それが，終戦後，それも最近，急激に発展して，今では

どこの出材作業の現場でも，集材機のエンジンの爆音が

聞かれるというほどである。昭和35年度の集材機販売

台数は2,000台を越えている状況であるから，全国の現

在台数はおして知るべきであろう。

今日，木材生産方面ばかりでなく，造林，苗畑，土

木，治山の各作業は機城化されつつある。その多くの林

業機械の中で，林業独特の機械は，集材機と動力鋸とで

あろう。

その集材機と架線集材技術は今日，欧米のそれをしの

いでいるといわれている。だが，動力鋸は，いまだに欧

米のものの追従でしかない。といっても，機械の研究は

進められつつあるし，その作業技術に至っては，欧米の，

それをはるかにしのいでいるかも知れない。

わが国における動力鋸の歴史は，ほぼ集材機のそれと

同じだが，戦前は試作程度のものしか存在していなかっ

た。これが実用的となったのは終戦後である。最近は急

激に発展して，昭和35年の市販台数ほ8,000台を越え．

るものと推定されている。国有林では，木材生産量の

80％が動力鋸によって伐木，造材され，ここ2，3年後

には100％ともなろう。

機械の発達は，始点はあって終点はないようである。

だから，今日の集材機や動力鋸も明日，これに代わるも

のが生れるかも知れないし，生れることであろう。

細長い箱にセツ道具を入れて肩にかついでいた戦前の‘

大工さんも，今日では，道具はズックの小袋に納め，大

工かサラリーーマンか区別はつかない。そのズックの袋の

中の道具ほ電気カンナであって，そのアタチメントを替

えると，キリにも使えるし，ノコにもなる。この文化大

工の仕事場にほ，昔のような，うず高く穣重れたカンナ

屑は見当らない。

同じ木材を生命とする大工さんの道具と対照すると，

林業の機械化ほ蓑だまだ遠い感じがするが，大工道具と

林業機械との対照は，立場の相違，野球と相撲のように

グランドと土俵では勝負にならない。文化大工の道具に

は歴史はないが，動力鋸にはその発達に歴史がある。そ

の歴史の_上に立ってこそ，発達の過程から将来への限険

《
）

【

八
』

蕊者・林業機械化摂会願間
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今日のガソリン集材機の華礎を築いたのである。これら

集材機前期時代のともしびを点火した人食のための輸入

機はわずかに，リチャーウット3台，クライド型4台に

過ぎない。そしてそのともしびは，次盈に継承されて消

ゆることなく今日に至っており，さらに次代の機械にま

で発達しつつある。

エンジンの発達と，時代の要求とは，もちろん集材機

の発達の原因ではあっても，その起点として，ともしび

を点火する者の英断，先覚，労苦がなかったなら，発展

は考えられない。

集材機とその架線による作業には，まだまだ要求すべ

きものがある。そしてその歴史を継ぐ．者もまた将来への

新しい機械を新しい作業方法を生みだすことによって，

このともしびは消えることはないであろう。

動力鋸セクター

ない発展があるわけである。

『ローマは一日にして成らず』という言葉ほど覚えや

すくして忘れやすい言葉はない。

林業独特の機械，いうなれば，集材機と動力鋸，これ

を初めてわが国に入れ，闇夜に灯火をともした人，その

志を継ぎ継ぎ，ともしびを消さずにも続けてきた幾多の

林業人の業績は，顕彰するに価するものと思うし，今日

の林業人の責務でもあろう。そして，もし将来わが国

林業機械史というものが編纂された暁には，その第一頁

は，このかくれた人なの名によって飾るべきであろう。

そしてその第一人者は綱島政吉博士といっても過言では

あるまい。

ここにとりあげられた，わが国林業機桝上の先端を歩

んだ集材機リチャーウットと，動力鋸セクターは，とも

に綱島博士の創意によって輸入され林業にとり入れられ

たものである。そして機械そのものは，今日なほ現存し

ているので，林業文化財とも称すべきものとして，永久

に保存が望ましい。

リチャーウット集材機

わが国の森林に最初に現われた集材機は，大正2年に

輸入（ただし台湾）されたリチャーウット機である。当

時，農商務省技師であった綱島政吉氏の調査，計画によ

って輸入されたものだが，今日の輸入とは異って，猫そ

らくはカタログ程度のものを参考としたものであろうか

ら，その運転を見るまでの，責任と不安とには筆舌に尽

せぬものがあったであろう。そしてこの蒸流機関式集材

機は，単にその磯能によって作業向諄を上げることに止

まっていなかったことは特に留意すべきことであろう。

つまり，この機械の試用によって，さらにわが国の森林

に適合すべきものを研究し続け，そして大正10年に綱

島式集材機の創作と菫でなったことである。そして，こ

こにわが国の集材嬢とその作業のBenchMar･kを打ち

立てた功績は偉大なものといわねばならない。

ともしびの最初の点火者の英断と労苦は，木曾御料林

においても同様であった。大正9年，台湾に輸入された

リチャーウットと同型の小型－といっても22．5トン－

を木曾に入れた当時の経緯の詳細は林業機械化情報に戦

っている。当時の帝室林野局業務部長和田国次郎氏の英

断と当時の計画者上松出張所長辛木宣夫氏，木曾支局長

内藤善助氏両氏の職を賭しての実行とは，木曾に集材の

革命的発展を遂げさる礎石を作ったものとして，そして

また，これがわが国の集材革新をも意味するものとして

感謝の念を新にせしめるものである。

以後，蒸汽機関に代わってガソリン集材機クライド型

の輸入となり，これを基盤として国産機木曾型が生れ，

●
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セクター（ただしエンジン部を除く）

．秋田営林局仁別研修所

セクターというものを知っている看ば少ないであろ

う。林業機械専門の知識を持つ者でも雷物によって知る

くらいで，実物を見たものは少ないであろう。それ臆ど

この動力鋸セクダーは悲哀の運命の持ち主である。

セクターは，わが国に現われた股初のチェンソーであ

る。大正10年に高田商会の手を経て林業試験場が耐入

したものだが，その性能等の試験報告が綱島技師によっ

て発表されているものの外は文献に残っていない。そし

て昭和となってから，その消息を絶ってしまった。ただ

東大の故藤林教授がチェンソーの歴史を雑誌などに窪く

場合に引用されているに過ぎない。

この機械を過去において実際に取扱った経験のあるも

の朧，数えるほどしかないとすると，私はその一人とし

てセクター物語を書く義務がある。幸なことには，この

セクターの現物が1台（といっても2台しか贈入してい

なかった）秋田営林局の仁別研修所に納まっている。現

在はこの外になお1台ある筈だが,所在は明らかでない。

ユ

、
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とするとこの仁別のセクターは林業文化財とする価値が

ありそうである。

秋田営林局作業課では，このセクターの文献を集めて

いる。私もその調査をして承たが，くわしいものは見当

らなかった。ところが，先般，元林業試験場技師高橋憲

三氏から物語としては面白い話を聞くことができた。

このセクターは，6馬力モータ（1,400円）とB型鋸

機（800円）の組合せのもので，立木径2尺まで伐れる

ということ以外は，性能等の仕様ば明らかでない。図の

ネームプレートのように鋸機部はスニーデンのストック

ホルム製で，アンダーソンというのはパテントの所有者

の名であろうか。スエーデンは鋸身の産地だからソーチ

ェンが製作できたのかも知れない。エンジンはドイツの

ハンソン社製である。

セクターは2台，試験場で購入したのだが，当時仙台

に試験場支場があって，1台を青森大林区署に，1台を

秋田大林区署に配属して試験したものらしい。青森局の

ものは綱島技師の報告があるが，秋田局報告も同じ綱島

技師のものかは明らかでばない。

青森局の方の分の報告は，『実験の結果では，冷却悪

く，連続運転ば20分以下で，1時間休むことを要する。
重量の大きいこと(641g),全体の形の大きいこと，操

作困難で傾斜地でば作業困難である。だが，将来これが

改良によって十分使用できるものとなろう｡』という意

味の報告であった。また，秋田局の方のものもほぼ同様

のものであるが，これは詳細な功程があげられている。

出版物のお知らせ

だが，この報告は大分苦しいものであったろう。とい

うのは，私は昭和2年にこのセクターを秋田営林局の倉

庫から探し出して実験しようとしたのだが，その試運転

の際に，ものすごい爆音と，鋸機の振動の烈しいので，

到底操作のできるような機械ではないと判断して実験す

るまでに至らなかったものである。

当時仙台支場におって，このセクターの実験に立合っ

たという高橋氏の話によると，青森局の分はエンジンの

フレキシブルシ･ヤフトが折れて取扱っていた人夫は膝に

重傷を負ったし，秋田局の方のものは七日市小林区署で

の実験で，スタータ・ハンドルが飛んで取扱者の眼を打

って片眼失明という事故を起したとﾙ､うから，2台とも

に前科があったわけである。だから，おそらく，どちら

も数日間の実験の末，倉庫に放りこまれたすえに，誰か

らも見離なされてしまったものらしい。これはバイヤー

の宣伝に乗って買わされたともいわれるが，当時のもの

としては，これ以上のチェンソーはなかったし，伐木造

材作業の革新のため信念に燃えて導入したことには間違

いない。そしてこのセクターによって，手鋸という平板

鋸からチェンという線の鋸身を知ることができたし，今

日のチェンソーの基礎知識をうることには役立ったとい

えよう。

ただチェンソーに限り，チェンの国産が難かしいとい

う点で，今日でも国産機が低い位置にあることは遺憾で

あるが，これも時期のもので近い将来において，ともし

びを消さぬものの出現が期待されるであろう。

ザ

《
言

－

■■■■■■

国 際航業株式会社顧問木本氏房著近刊航空写真の使い方
A5判150頁定価320円送料実費．図・写真多数

新刊針葉樹を加害する小蛾類〃大阪府立大学鵜瀧芙誇周鴬共著
B5判特製本本文49頁原色写真20頁
定価1，600円送料実費

幼虫，成虫，被害状況の原色写真を特に添付し，針葉樹を加害する蛾の形態・生態・被害
様式を詳述し，意外に多いこれらの被害の防除に資する。

日本林業技術協会編集・丸善刊行
既刊林業百科事典B5判1,086頁写真692葉，図版2,712枚

定価3，500円送料実費

好評再版これからの木材利用 林業試験場田窪健次郎・小倉武夫共署
A5判212頁,写真75,図版62定価260円送料実費

遂に三版発行

造林技術の再検討 東京大学千葉演習林長渡辺資仲著
A5判52頁定価70円送料実費

千代田区六番町7番地日本林業技術協会娠替東京60448）

八

、

－36－



◆

＝

旬

-垂
I

I

技術的に見た有名林業

その12

パイロット フオレスト

沢田計男

「釧路と根室とは，いわゆる根釧原野といって，日本

農業の不可能地帯であり，もっぱら牛を飼う酪農によっ

て，やっと農民が土地にしがみついている，寒冷で極薄

な地味を，さらに濃霧が厚く包む地帯である」とは更科

源蔵氏の言であるが，バイロッ1，．フォレストはそんな

原野の一角にある。

釧路市の東北方，太田団地といわれ愚総面積約1万ha

の国有林である。この地区はい論ゆる不毛の原野とし

て，永い間かえりみるものもなく，なんらの施業も行な

われなかった。寒冷な気候のほか漣，至るところに人の

通行左を許さない大湿地が介在し，現地に入ることがで

きなかったことも原因している。明治以来，何回もの

野火に見錬われて，全面積ほとんど森林らしいものはな

く，原野状になっていたのである。

溌近，国有林に次第に造林の気運が強まるにつれ，帯

広営林局でも管内70万haの国有林野のうちに，なお

相当面就残っている未立木地に強力に造林を行なうこと

になり，この太田団地も目をつけられるようになった。

昭和31年，この地区の造林実行計画を立てるにあた

り「寒冷なこの地方の幾業経営は，今後においてはぜひ

とも林菓をとりいれた艇・畜・林の多角経営で進む以外

に営農はなりたたない。しかし道東地方の農家は，もっ

とも手がけやすいと考えられるカラマツ造林に対してす

ら，野鼠の害等による不成綴のため，全く自信を失って

いる。このためにも国有林は立派な造林地を早くつく

り，民間の農家の人々に模範を示さなければならない。

この意味で今後造成する計画を名付けて指標林としよ

う」ということで，この団地をパイロット・フォレスト

とよぶことになったのである。

造林の可能性はあるか

従来この地方では，農作物に凶作が多いと同様，造林

も非常にむずかしいとされていた。パイロットフォレス

トに造林する計画をたてるについて，付｡近の前例をもと

パイロット・フォレストの一部

筆者・帯広営林局造林課長
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沢田：パイロット・ブオレス！、

パイロットフォレストの概況

気象この団地は海岸から約11kmのところにあるが

ガスの影縛は少ない。般低気温は1月に-26｡Cとな

る。6月に-0.3℃という日もあり，晩霜があること

がある。降水量は年間1,008mmであるが，冬の間低

温の割に雪が少ない。初雪は’1月上中旬，終雪は4月

下旬～5月上旬，初鯖は9月下旬～10月上旬，晩霜は5

月～6月上旬である。

地質地形この地域の基雛は第3紀層と思われる。第

3紀層の-上部は岩相変化がいちじるしく，波状の丘陵を

なしている。その上を摩周系の火山噴出物がおおってい

る。土壌は風積火山灰で，表層に多蛍の腐植を集積して

いる。

海抜は，鰻高のところで99.6m,大体60～80mで

ある。団地の周辺には約2,200haの一大湿地帯がある。

植生このあたりは，昔は広葉樹を主とする森林があ

ったものと承られるが，数次の山火のために全く破かい

され，現状は焼損木の点在する未立木地である。

エゾヤマハギ・エゾミヤコジサ等の間にミヅナラの大

木が点在し,一部谷間,湿地にはヤチダモ．ハルニレ等
を見る。

パイロット・フォレストの事業計画と実行

太田団地すなわちパイロット・フォレストのうち，新

植可能の面稜8685.8haを5事薬区域にわけ，それぞれ

事業所をおく，32年度から41年度までの10カ年間に

全面積にカラマツを植栽する。

めると，民有林では根釧地区にカラマツを造林した実例

ほかなりある。なかには成縦のよいものもあるが，ネヅ

ミのために大損害をうけているところも少なくない。

国有林でこれより以前この地方に行なった，まとまっ

た造林事業としてば，弟子屈の臨時造林事業と中標津の

カラマツの造林をあげることができる。

弟子屈の臨時造林とは御料林時代の昭和12年に計画

されたもので，弟子屈周辺の未立木地5,256haを昭和

13～22年の10カ年間に造林しようという，当時として

は大計画だった。たまたま戦争中にあたったため実行ほ

約2,800haにとどまった。新植した樹種は，トドマ

ツ・エゾマツ・カラマツ・イチイ・ヤチダモ・ハリギリ

等11種である。26年度の調査では当時の造林地のうち

約40％ていどの不成績を生じている。この不成織の主

な原因は，手入不十分，気象害（とくに霜害)，野ネヅ

ミの害となっている。特にカラマツほ野鼠のため全滅し

て，造林はこの地方では不可能であるという結論が出さ

れている。

戦後造林面積が漸増するにつれ，成長のおそいエゾ・

トドのほかに，短伐期のカラマツをもとりいれる必要が

強まり，このために野鼠防除の研究が緊急の問題になっ

てきた。そこで現地で野ネヅミの生態を基礎とする防除

について調査研究が進められた。

中標津営林署でば戦後カラマツを造林するにあたっ

て，上記の防除方法をつぎつぎに用い，また研究調査を

も平行して行なったので，造林朧完全に成功した。こと

に虹別地区の造林地は成績がよく，その面積は約1,200

haになった。このことによって野ネヅミの防除さえで

きれば，この地方でもカラマツの造林は可能であること

がわかった。上記二つの造林の例ほ，この地方に造林を

実行する場合どうしなければならないかを教えるもの

で，パイロット・フォ･レストの実行に大きな参考になっ
た。

口

＝

ｰ

。

年度別新植計画と実行最の比較

蒲’年度計画(ha)実行(ha)
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地ごしらえは全刈（火入れ）を行ない，防鼠溝を設け

る。植付ばha当3,000本（後2,500本に変更）の方形植

栽とする。補植は植付本数の15％を予定する。新補植

に要する街木の総数は2,870万本である。下刈は，全刈

2回を3年間行なう。つる切，除伐は下刈を終ってから

3年目に行なう。野鼠防除は47年度まで延10万haに

薬剤を春秋に散布する。

そのほか事業の進行にともない歩道，防火線その他の

諸施設を行なう。

以I壬に対すあ総支出は合計約9億5千万円と承られ

る。ニジペツのカラマツ造林地

－38－
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沢田：パイロツI、．フオレスl、

収穫は伐期を.30年として，付近民有林の実績や中島

博士の収穫表等から主伐収穫をha当898.4石とする。

15年目.，20年目，25年目にそれぞれ間伐を行ない，

総収穫鐙は主間伐合わせて9,355,200石となる。

収入は，立案当時約38憶円と見込んだ。

32年度からこの計画によって釧路営林署により実行を

始めた。35年標茶営林署が新設されたので，この事業は

同署に移された。

年点の新植実行量は前表のと糖りである。この量の35

年度末での累計は予定をわずか上廻っている。

保育は,予算や労力の関係で困難な事情を生じ後述す

る機械作業がとり入れられるようになった。

また施設関係も十分とはいえず，ことに交通網の整備

は不十分である。

パイロット・フォレストの問題点

樹種同一樹樋の大面積一脊林の欠点については，す

でにいろいろとのべられている。にもかかわらずパイロ

ット・フォレス1,瞳はカラマツだけを採用した。

これは，今までにない大面祇を短期間に造林するの

で，管理上なるべく施業が単純であることがのぞまし

い；この地方の造林樹種として考えられるもののうち，

カラマツが最も早く短伐期である；太田団地は全野カラ

マツの適地と考えられる；カラマツは，＝ゾ・トドにく

らべ養苗が簡単で，場合によっては民苗買入れも可能で

ある；霜の害に比較的強い；野ネヅミ対策にほぼ自信が

できたこと；等の理由によるものと思われる。

実行に移してみると，従事する職員以下の非常な努力

によって，予期以上に順調に作業はすすんで，立派なカ

ラマツ林になりつつあるが，病虫害が万一発生した場合

の処置，野兎対策，山火が延焼してきた場合の防火樹帯

の問題等が，心配のタネとしてたえず問題になるのであ

る。

最近，短伐期多収繊の樹極の研究がさかんになってき

た。コバハンノキは，その股も有望なもののように宣伝

されている。またここ数年来，ストローブマツ，欧州ア

カマツ・カンパ類等の研究もすすんでいるが，これはい

ずれもカラマツとまぜて植えて，伐期その他カラマツと

同一に扱うことができるものと思われるので，今後はこ

れらのものを適時とり入れて，一斉林の欠点をおぎなう

ようにしたい。

また伐期も計画では30年であるが，その後の情勢の

変化で，25年に短縮しうると思う。収穫量についても造

林地の成長状況とにらふ合わせて改善して象ることが必

要である。

労務事情と機城化についてこの地方を旅行してみる

と人影が非常に少ないのに気がつく。根室支庁では人口

密度が平方キ戸当り25人で，全国平均の一割にすぎな

い。このような所で地元労務にたよることは全く不可能

である。当初の計画では，作業員延人数は32年度の2

万人から年食ふえて，39年度には10万をこすことにな

っている。少数の実行員では，これだけの労力を確保

し，事業を完全に実行することはむずかしいことが実行

に着手して早灸にわかったので，相当の鐙をうけ負に出

すことにした。

初めは，造林うけ負だけで企業としてなりたつかどう

か疑問もあり，ある場合にはこれがおもてに出て実行面

で苦しい立場に追いこ叢れたこともあったが，現段階で

は業者の基礎も強化され，蒲実に実行している。おおむ

ね直営1うけ負2の割合である。

作業員は（直営もうけ負も）主に東北，新潟の季節労

務者で，36年度のような労務事情のときは確保が容易で

ない･

つぎに1年間につかう総延人数を作業種目別にわけて

承ると大体このようなパーセンテージになる。すなわち

全労務の約半分が下刈に集中する。一般にこの傾向ほど

種目地ごしらえ|植付|下刈保護等｜計
比率|26'614sl｣o1'o.鯵
の造林事業地でもいえることで，夏の短期間に集中的に

作業員が必要となり，あとは比較的少ない人でたり，冬

は全く仕事がないという状況である。一般の場合には作

業員がカセギ出すとか日雇をふやす等の方法で下刈の濃

盛期をきりぬけているのであるが，当地方のように人が

少なく事業量が多いところではこのような方法はむずか

しい。そこで労務の山を磯械におきかえることはできな

いか検討を行なった。32年以来，大学や試験研究機関の

協力のもとに種盈の機械について実験を行ない，逐次成

案をえて，現在ほ実用段階に入っている。ここで使用し

ている機械の主なものは次のようである。

ロータペーター
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一

れるので，地表は全く清掃される。

また本年から入ったウニモクトラックは，前の方にス

ラッシヤーがつくようになっているが，写真で承るよう

に刃のかわりにチェンがついている。

ローダベーター，写真の，トラクターの後についてい

る作業機である。トラクタで引きながら,P.T.0.か

ら動力をとって刃を回転させるので，トラクタの進行に

つれて，林地は耕転されることになる。主として下刈

（のかわり）に使っている。作業の仕方は，まず全刈火

入れ地ごしらえの後，苗木を植えつける列を耕起する。

このとき植える列の間に，あとでロータベータが通れる

だけの間隔をあけておく。下刈の時は苗木の列の間，す

なわち従来はカマで刈った部分を耕起する。林地は荒起

しした開墾地のような形になる。普通の下刈はカマで植

物の地上部を切断するので，間もなく新しい草が生える

のが，ロータベータは地下10cmていどまでかきまわ

すので，根まで反転するから，草の回復は非常におそ

い。

また，秋とか早春の，従来の観念では全く下刈時期で

ない時に作業を行なっても草ほはえないので，時期にか

かわらず下刈（に相当する作業）ができるわけである。

日

角

ロータリスラツシヤーで地ごしらえ作業中の

ウニモクトラック

』

ｓ

ツリープランター

騨一タリスラツシャー

ロータリスラツシヤーこれもトラクタで引き，トラ

クタからとった動力で地表に近く刃を水平に高速回転さ

せて，植生を刈り払うもので，主として地ごしらえに用

いる。植物は刈りたおすだけでなく，写真で承るトラク

タのうしろの半円形のもの（刃のカバー）の中で寸断さ

ツリープランター元来は大農場で苗をうえつけるた塗

の作業機と思われる。トラクターで引き，写真のように

作業員が1人のっていて，苗木を1本づつ車輪の間をま

わる円板にはさんでやると，等間隔に植えこまれるもの・

である。農場とちがい，雑草の茎や根等が二枚の車輪の

間にはさまって，苗木のふみつけが-f･分でない。完全に

実用化するにはなお多少問題がある。
豆

その他刈払機やチェンソー等も使用し好成績をあげて

いる。

現有の機械類はトラクタ5，轌一タペーター4，スラ

ツシヤー3，プランター3，刈払機86，等である。

計画立案当時は考えられなかった各種の機械をとりL、

れ，現段階では一応の成功をみているのであるが，今後

の問題としては作業仕紐の中挺一層完全に組入れたい考

えである。

保謹についてこの地方のネヅミで林地に大害をなす

のはエゾヤチネヅミである。帯広営林局で今日採用して

座

里寺

ウニモクJ,ラックの戸一夕リスラッシャー
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で，中標津や太田で，野ネヅミの生態調査を続けて行な

いようやくにして確立されたもので，効果が非常にすぐ

れていることは，付近の無処理の造林地とくらべてふる

とよくわかる。

昭和34年度に野ネヅミの大発生があり，根釧地区の’

造林地食害本数は800余万本といわれたが，パイロッ

ト・フオレストをふくめて国有林の被害は僅少であつ‘

た。

野ネヅミの防除にあたっては，今のところネヅミがど

のくらいいるか，繁殖状況，ひいては今後の増減の見と

おし等の調査（予察）を組織的に行ない，毒餌を計画的

に配置する。最近毒剤の進歩がいちじるしく，そのため

に毒餌だけで野鼠防除が可能であるかのようにいわれる

こともあるが，この地方のように急に異常発生をみるよ

うなところでは，どうしても前記法を併用する必要があ、

る。

次にこの林地は，前記のようにカラマツの一斉林であ

るが，病害の防除にもしっかりした対策を考えなければ

ならない。ナラタケ，落葉病のほか，一二年前から北海

道の大部分の地方に発生している先枯病もいつ侵入しな

いともかぎらないのである。

また，付近の原野に大きな野火が時盈おこることがあ

るので，防火線の整備拡充，消火器具，消火剤，見張

所連絡設備等も急速に充実しなければならない。

百里をゆくものは九十里をもって半ばとする，という

語がある。パイロット・フォレストは10カ年計画の5

年目に入ったばかりで，45里くらいしか行っていないの

である。尾鷲以下今まで連載された古い伝統のある林業

地とはちがい，まだ今後どうなるかわからない新しい造

林地である。関係する者はいずれも，パイロットの名に

ふさわしい立派な林にし，名実ともに有名林業地の列に

加われる山を作るよう努力しているつもりであるが，色

之と問題も多いので，この後も絡別の御声援をおねがい

したいと思う。

いる防除方式は，

①造林地およびその周辺を清掃（全刈り）して，ネヅ

ミのすぶ場をのぞき，入りこ童せないようにする。

②造林地の周辺に防鼠溝（巾30cm深さ30cm)を

設け林内にネヅミの入るのを防ぐ．。防鼠溝の中には適宜

墜落カンを埋没して，ネヅミを捕殺する。

ざ

〃

蕊

防鼠溝

8

っ

エゾヤチネズミの生態調査試験

地（パイ頑ツトフオレスト）

③予察調査を行ない，毒餌を適正に配置する。

以上の三つを組み合わせたものである。この方法は，

結果的には簡単に象えるが，戦後北大，試験場等の協力

愛

林業ノート別珊(1,Ⅲ）営林署｡担当区職員用●
内容：森林調査簿，年次計画，各種事業予定簿の抜葦を記入し，ポケット用として現場に携行する

のに軽便C(ビニール装力パー):ノート2冊，挿入れ用，日林協マーク入り，

名刺・メモ・鉛筆入れ付き。

大きさ？A6判（縦15cm×横10cm)

価格：1）別冊工￥60.00（送料20.00)

｝総脇撫:蝶羅蕊継？2）別冊皿
3)ピﾆーﾙ鍵カパー澱:::(ガ洲；

(注）別冊工・立とカパーで1組になるのですが，それぞれ別たにも阪売いたします。発売日・林・協
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同して事業を行なうために必要な組織のことであって，

「協同組合」と同じ意味に解釈してよいであろう。また

このことは組合が経済団体であることを明らかにしてい

るものと思われる。組合が協同組合であると同時に経済

団体である以上，その組繊単位である森林所有者が単な

る森林所有者でなく経済行為を営むもの，すなわち「林

業経営者」であるべきで，そして少なくとも林業経営者

としての意欲を持つものでなければならない。そしてそ

の組織体としての組合は組識単位の経済的社会的地位の

向上を期する事が主目的であるべきだと考えられるが

｢施業の合趣上と森林生産力の増進｣を第一義的目標にし

ていることば国民経済的立場からであり，人的組合の最

大関心事であるべき組合員の経済的社会的地位の向上の

前にこのような森林の公益性林業の公共性を第一義に掲

げて一団体に両機能を兼ねさせることの性格的矛盾と，

旧法の森林組合から現行の森林組合への移行は，行政官

庁の強い行政指導と相まって活発な組合も|睡眠組合も新

しい森林組合制度に対する十分な認識と理解もなく，覚

悟もなく，新しい組合制度に移行した事も森林組合の現

実の問題の華因をなしていぁものと思われる。

（2）林業の特異性からくる問題点について

林業は純粋に土地生産業として成立し難く，経済事業

として推進するに般初につきあたる林業の公共性，国土

保全とか，国民経済とかいわれ，経済事業として林業を

制約していること。森林所有規模の較差がきわめて大き

く，森林所有者を協同組合として組識化が困難で，他産

業に比して生産期間が長いので林業の経営として成立し

難く，このことから森林所有者の階層分化が行なわれ，

かつまた低利な産業であって収盤が間断であるために，

組織である組合を利用する機会が少なく，組合の規模に

ついては企業体としての事業分撞が少なすぎる現状で森

林所有者は単なる所有者であって，経営者でなく備蓄的

資産として考えている点等これらの制約は林業の宿命的

な特異性でもあり，組合運営上の大きな阻害因子ともな

っていると思われる。

2．森林組合振興対策樹立の意義

森林組合には前述のと髄りその制度上の問題とか林業

そのものの特異性からくる困難性を内在しているとほい

いながら，昭和32年10月全国森林組合大会におい

て，33年度を初年度とする振興3カ年計画を策定し，

積極的な推興活動を展開し，「森林所有者が林業経営を

合理化し所得の水準を向上するため自主的団結をもって

森林組合に結集する必要がある．．……われわれは，こ

の現状にかんがみて，徹底した行政指導と財政援助なら

びに系統金融擬関の協力を期待しつつ，森林紐合が真に

森林所有者の協同組織としての自立体制を確立し，組合

員と直結した事業を拡大強化するため，決意を新らたに
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民有林振興のために森林

組合はいかにあるべきか

大友寛治

はしがき

森林組合についての問題は非常に広汎であって，行政

面から見ると民有林政紫実施の全般に関連する問題があ

り，森林所有者の側からすれば，これを自らの組織とし

ていかに確立していくかという問題があり，また一方林

業行政面から組合を末端の行政補助機関的に考えている

ことは組合運営上にも，指導上にも組合の性格を複雑に

し，童た私有林の所有形態が，きわめて零細な森林所有

者から成り立っていることも組合運営上問題の要因とも

考えられる。

しかしながら森林組合は「森林所有者の森林所有者に

よる森林所有者のための」組合であることに一貫して変

るべきものでなく，ひろく林業の産業としての劣勢，山

村の沈滞，さらに国土保全と国民経済上から考えてみて

も「森林所有者の（ために)」組合の活動を求めている

森林所有者はあまりにも多いのであって，その期待の内

容を適格につか承，組合の使命に立脚して活発な活動を

転開する事が要請され，森林組合の活動がいかに民有林

振興のために重要であり，（ために）に活動して貰わね

ばならないかを痛感せざるをえないのであります。森林

組合が自主的に振興計画を樹立してその推進を図ってい

る事は,誠に同慶にたえないところであるが,民有織
興の唯一の団体である森林組合の活動に対し，二三の希

望を述べ皆さんのご批判を仰ぐ．ことにしたい。

1．森林組合現実の問題について

（1）制度上の問題点について

森林法第74条に「森林組合および森林組合連合会は

森林所有者の協同組繊により森林施業の合理化と森林生

産力の増進とを図りあわせて森林所有者の経済的社会的

地位の向上を期することを目的とする」とまず第一に森

林所有者の協同組繊であることを明らかにしている。

「協同組纐」とは一般的に相互扶助の精神に基づいて協

雪

△

～

筆者・宮城県遠田森林区担当A.S.技師
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大友：民有林振興のために森林組合はいかにあるべきか

し････････森林組合の振興を期するものである」と宣言

した。民有林振興上また共同組繊を通じ組合員の経済

的，社会的地位の向上を期する事を主目的とする森林組

合が自主的にこのような宣言をしたことは誠に注目すべ

きことで，この実行を求めて止まない森林所有者はあま

りにも多く，組合振興を期する意義は実に深いものがあ

ると思われる。

3．森林組合振興のために

森林組合の振興対策にはその基本方針とか，基本事項

として組合振興の指針を掲げその実行を進め着点と実績

を示しているが筆者は次のことを強調したい。

（1）組合理念の徹底を図り，協同組織としての経済自

立制を躍立せょ

組合と組合員ほ出資の関係だけで結びついているもの

ではなく，組合員は組合を利用して，社会的，経済的地

位の向上を図るために，組合をつくっているのであっ

て，組合の業務活動がそのまま，組合員の日常の経済と

密接に結びついているのであるから，組合は組合員のた

めに営利本位な考え方を離れて，奉仕しなければ組合の

存在意義がないのであって，また組合の経済事業は出資

金や借入金によって運営されるべきで賦課金や手数料に

よって収支の均衡を保つ事はきわめて変則的なものとい

わねばならない。

しかしながら非営利原則によって，組合自体の経営が

成立しないようでは意味がなく，組合存立の最低限度の

妥当な手数料は必要であろう。賦課金や手数料によって

組合を運営し，なんら組合員の経済に結び付いた事業を

しないとすれば組合に対し組合員はソッポを向くことに

なるが，教育指導事業の活発化と組合意識の徹底と相ま

って；経済に結び付いた事業を活発にすることによっ

て，組合員は喜んで出資金も賦課金も，妥当な手数料も

納入することになるだろう。要するに，自己資金が充実

し財務関係が均衡を保ち収支相償うよう経営ができるこ

とが必要で，さらに大切なことば組合を経営する役員と

業務を担当する職員が組合に奉仕の精神に徹して仕事を

的確に進めて行かなければならない。

山林経営のことなら組合に任せておけば安心だという

ことになれば組合の経営は安全であり，民主的経営の原

則に徹して運営されることばまず組合理念の徹底からで

なければならない。

組合の自立経済は，紐合員に対する奉仕のために必要

なことで，この体制の確立は事業量の拡大と，組織の整

備，経営の合理上によって達成されるものと考えられ

るっ

②組合員との連繋を強化せよ

人間は自分の利益に直結したことがいちばん受け入れ

やすいもので，その意味において，いわゆる指導事業も

経済事業と密着してこそ意味もあり，理解もされやすい

のであって，例をあげれば間伐奨励にしても単なる技術

指導のみ､にとどまらずその間伐木を組合員の委託によ

り，組合の林産，販売事業に乗せて利益を現実に見せる

ことによって，初めて理解され，推進されるものである

と考えられる。経済事業活動を通じて，目に見えた利益

で組合を啓蒙していくことがいかに効果的であるかを再

認識すべきでありましょう。

このように組合事業を進展せしめるためには事業も組

合員の生活と，経済に密着して実施してこそ，効果をあ

げることができるのであるから，そのためには常に組合

員の林業の実態を把握して,その経済向上を図るために，

組合員は何を要望しているか，何を啓蒙せねばならない

かを十分に知っておくことが大切であろう。組合の経営

能力にもピンからキリまであるようだがなんらの経済事

業活動もしない組合のごときは組合存在の意義さえも失

うものと断ぜられるでありましょう。

要は組合員との連繋を強化し組合員の利益に直結した

指導事業や経済事業を組合自体が真にやる気になって立

ち上ることでいたずらに制度の問題や他力本願的な考え

方は慎まねばならない。真に立ち上ることを希望した

い。

3．執行体制の整備壬はかれ

組合運営の第一段階としては少なくとも運営の価に当

るべき｢人｣に協同組合の理解者であって，これを積極的

に推し進めようとする熱意のある適任者を得るかどうか

にかかっていることは今さら述べるまでもないところで

あり，統計的には組合の現状は残念ながらすべての組合

が理想に近い運営がなされているとは申されないが，そ

の中で｢人｣を得たことによって，組合目的を達成してい

る組合のあることを見いだすことができるのであって，

活発な活動をしている組合には必ずその運営者に「人」

を有することを見逃すことができないのである。組合は

その理事者として真の協同組合の理解者であり，熱意を

もってその組合の経営に従事しうるものを得られるかに

よって，その発展に大きな影響を持つことは前述の通り

で，特に組合長および常勤者に「人」を得られるかどう

かに大きな関連をもつ，と云わねばならない。しかるに

一般の現状は出身地区を代表し，単なる連絡者的，ある

いは単なる顔役または政治的野心に組合を利用せんとす

る者が多いことは誠に遺憾である。組合員が理事者を選

ぶ際に十分心すべきことではなかろうか？

経営の合幽このうえからも役員の定数はなるべく少な
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田龍：モリシマアカシヤの凍害について

く有能にして責任感の強い役員を選ぶべきで，また監事

嘘すべからく，経理事務に明るい適任者を選ぶ必要があ

る。

役員になった者は卒先自己所有山林を組合の林産事業

と販購買事業のために提供して租合の経済活動の実践に

協力するだけの熱意と責任感がほしいものである。また
職員は役員のよき補助者として，あるいは主体的に組合

の業務に従事するのであるから責任感が強く積極性のあ

る最も有能な者で組合員のよき相談相手であり，指導者

としての人材を確保することにつとめることが大切であ

ろう。このためには待遇の改善によってその能力を十分

に発揮させるよう仕向けることが事業量の拡大に通ずる

ものであることを銘記すべきで，筆者の管内には典型的

に対照的な組合があり，執行体制の強弱が組合運営上い

かに重要であるかを考えさせられているのである。

4．指導と監督を強化せよ

林野庁の統計(33年度)によれば全国に施設組合4228,

生産組合318の組合があるがこの単位に内在する不振の

原因を統計資料によって分析し適切な指導をはかるべき

であろう。形式的な行政監査や思いつきの合併促進の承

でば実質的向上を期しがたく，また林業基本問題の椴造

政策の面からまた生産政策の観点から個別経営の指導や

組合員の必要な生産資材の供給並びに素材の生産および

販売事業の強化等を考慮する時，現在の組合の脆弱な事

業体制および組繊ではいっそうの効果を期待しがたいと

思われるので行政庁も組合連合会も組合の自主性を尊重

しながら，峻厳にしてかつ愛情のこもった適切なる指灘

と財政上の援助を期待したい。

むすび

民有林の振興上森林組合に負荷された使命はあまりに

も大である。森林組合の目的および存立の理由を再認識

し，「森林所有者の，森林所有者による，森林所有者の

ための」組合として発展されることを強く期待してやま

ない。（36．3．30寄稿）

福岡県林務部編）その局地気候，すなはち，霜穴のおそ

れある地方をはじめ，風の強い地方や，谷底，窪地など

の冬期気温の降下する地方，および－6°C以下に下る

地方，悔抜100m以上の地方を避けて植林した地方に

おいても，多くの凍害により枯死したのを観察するに，

接地気層の温度，つまり地上0.25m付近の温度の低下

による凍害が，主な原因罐あることが考えられるので，

｢森林気象学」（川口武雄氏著）になら．て，その観測を

行なった結果，モリシマアカシヤの凍害の一因を，見い

だしたように考えるので，ここに筆を起す。

2．気温調査

（1）一般気象の気温

’年を通じて，鐙低気温が何月にあるかを知るたあ，

近くの秋月中学校の観測表を引用する。

ここにおいて，最低気温のみが，問題になるので，そ

れの承を記載する。

観測所

福岡県甘木市秋月町甘木市立秋月中学校北緯33.27′

海抜120m

第1表最低気温表

■

匙

（
一

－

‐月【’211960年

般低気温-5.|-"’
34516l7
-Lsiol54』｡oli7。

|平均|備考
■－‐

'5.31℃(百葉績内）
|'1[olul｣2
115ol10,011｡’。

8

17.0 15ol10,011｡｜･’
上表のとおり，媛低気温は1月に現われることが，判

明したので，本年(1961年)1月に，自宅の畑において，

夜間地温が放熱のため低下し，日出により地温は受熱の

ため高くなるので，これにつれ地表面近くの温度も昇降

するから，日出直前の午前6時を期して,地上1.00mと

0.25mの,2カ所の温度を測定したるが，前述｢森林

気象学」にあるとおり，地上1.00mと地上0.25mと

の温度に約1.9｡Cの差をゑいだした。

値）接地気層の温度観測所

福岡県甘木市甘木町自宅内畑地北紳約33.24′

海抜約40m

なお，「『ヒノキ，スギ』の凍害」（林業新知識No.88,

第2表接地気層の温度表

串

傘

lllllllllIIIEIIIIIIIIIIIIIII=lllllllllllllll=lllll

モリシマアカシヤ

の凍害について

田籠伊三雄

1．まえがき

モリシマアカシヤの植林には，適地の選定が問題に

なっているのはもちろんであるが，（｢アカシヤの植林」

一
吋
一 百|‘｜α｜，｜‘1，｜‘
地上1.00m
の温度
地_la0.25m
の温度

差

｜

’

-2!|-381-251581-.21Lo
-4｡|-"|-44"|-z'-oe
L'|L8114"12｡'9

－2．2

筆者・福岡県甘木農林事務所林務諜
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田籠：モリシマアカシヤの凍害について

も，地上0.5mと地上0.25mとの温度に,1.4℃の

差があるように，記戦しておるのを，後日拝見して，小

生の測定にいよいよ自信を得たのである。

3．むすび

第2表を観察するに，地上1.00mの温度は最低-

5.0℃であるが，地上0.25mの温度は最低-6.8｡C*

で低下する。

第2表は海抜40m付近であるが，前述「森林気象

学」および，「赤倉付近の冬季の気赫嚴減率について」

（研究報告解説No.260,岡上正夫氏,太田巌氏，本木

茂氏，佐煮木録儀氏，共著）を参考にすると，気温

の垂直逓減率は榔鹿100mにつき,0,5～0.6℃の低

下があるので海抜100mの付近では0.36.C(0.6℃×

"Mmfm))の気温の低下で,地上l.00mの最
低温度は-5.3℃以下，地上0.25mの最低温度は-

7.1℃以下となるものと推定される。

故に，接地気層（地上0.25m付近）の温度が，-

6.0℃以上であるための条件として一般気象の気温は，

当然－4．0℃以上でなければならないものと思われる。

（6.0℃-1.9℃-4.1℃）

よって，モリシマ，アカシヤの植林には，気温が-

4.0°C以下に低下しなくて，かつ，結霜積雪および風の

少ない地方を，選定すべきである。（本年の1月は平年

より平均して約2°C低い）（36．3．31寄稿）
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1961年3月号岡上正夫氏箸）の欄外第2図において■『

会費改正のお知らせ 会費納入に関するご注意

(1)会豊は年額と毎年4月1日から翌年3月末日迄をそ

の期間とします。

(2)会幾の納期は毎年6月末日藍でとなっております。

ただし支部に属する正会員(学生会員を含む)に限り，

その半額づつを次の2期に分割して納入することがで

きます。

前期分5月末日迄

後期分11月末日迄

(3)年度の途中で入会した正会員の当該年度の会費ほ次

により納入願い，月割による計算はしません。

1．9月末日迄の入会者は年額の全額

2．10月以降の入会者は年額の半額

ウ

去る6月23日開催の第15回通常総会におきまして，

本年度の会磯が次のとおり改正になりました。

従来の会我は昭和29年に決められたもので以後7年

間据え置きのまま今日に至ったものでありますが，こ

の間に数次にわたる給与ベースの改訂によって事務局

人件喪も膨張し，諸物価の高縢によって，紙代，印刷

費，製本喪等も逐次高くなり，また鉄道運賃，郵便料

の改訂によって発送費が嵩むなど，本誌の製作費力轌

しく高くなって参り霞した。

今回の会擬改正は誠にやむを得ない諸因によるもので

あり重すから，会員各位におかれましても何卒ご諒承頂

きご協力下さるようお願いいたします。

昭和36年7月日本林業技術協会

記

ユ．正会員一般会員会費年額600R

学生会員会費〃400R

2．特別会員乙種特別会員会費〃1,000金

以上

望

会員外への販売価絡

会員以外に対する本誌の販売価格も7月号から次のと

おりに変更になりました。

林業技術誌1冊定価80門

ただし送料実疑6円を別に申受けます。
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第7回林業技術賞

本会では毎年(1)林業器具，犠械，設備等の発明，考案またはその著しい改良，(2)研究，調査，著作，(3)林業技

術実施の現地業鍍，の各頃について実地に応用またほ普及されて，林業の振興に貢献し功績が大きかったと認められ

る業績に対して，林業技術賞を贈呈して表彰しているが，第7回林業技術笈は6月16日審査員15名により推薦対象

業績11件，前年保留の分4件について幕査を行なった結果，下記のとおり受徽者を決定し，本会総会の席上で授賞式

を行なった。

9

’
業 績

タンジェント・メーターの考案

外国産早生樹の導入に関する研究

職名
雌
雄

現氏
黒
青

申 ’

科学技術庁資源局揃札幌営林局大夕張署長）

福岡県林業試験場長
一

川

木

忠
義

第7回林業技術コンテスト

本会主催，幾林省後援による第7回林業技術コンテストは6月21日午前9時から東京営林局会議室において開催さ

れた。参加者ば営林局支部から選ばれた担当区主任，苗畑事業所主任，製品事業所主任ならびに各府県の林業改良指

導員等13名で，体験や研究の成果を競い11名の審査員によって次のとおり入選者が選ばれた。

なお本会総会の席上で入選者の表彰および日刊林業新聞社寄贈の参加髄の贈呈が行なわれた。

一

演 題

PNC版菰工について

奈川聯業区におけるカラマツ造林の一考察

造林用苗木の根切り装置について

Y型集材機第一遠心クラッチ位置変更について

藤林式刈払機の鋸の改良歯型について

噴霧器のノズル改良について

苗畑におけ為カラマツ得苗成績の向上について

氏 名所属

本国保典蓄篭蕊神戸賞林署六甲山
美斉津桂長野営林局薮原営林署経営課

曾我部暴愛媛県林業指導所
梅本栄太郎長野営林局上松運輸営林署

相嶋栄蔵蕊難局三戸営林署戸来擢
水沢清宏旭川営林局士別営林署

蔚橘良朗哩鋳韓今金償林署今金第

賞

林野庁長官笈

〃

〃

日本林業技術協会批

〃

〃

〃

■

職 場の礎石除幕式
△

本会創立40周年を記念して，近代

林業技術の確立に尽された先輩13氏

の業蹟を賛え，またこれに加うる林業

のより大きな発展を祈念する碑の除幕

式が，遺族，来賓多数の参列をえて，

6月22日午後2時から行なわれた。

記念碑にその名を永遠に残される方

方は次のとおりである。

松野燗，中村弥六，志賀泰山，村

田重治，松波秀実，和田国次郎，林駒

之助，本多静六，河合鋪太郎，川瀬善

太郎，佐藤賑五郎，白沢保美，新島善

直の各氏である。k
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第 15回通常総会

日林協創立40周年記念式典

1．総会

6月23日（金）午後1時から全国町村会館大会議室

において来賓多数列席の下に開催した。出席会員93名

委任状提出者6,9“名。計7,037名。

松川理事長挨拶の後第7回林業技術笈の表彰，第7回

林業技術コンテストの審査発表と入選者の表彰を行なっ

た。次いで議事に入り議長に立石真氏を選んで第1号議

案以下第6号議案を次のとおり群議決定した。

第1号議案昭和35年度業務報告並びに収支決算報

告の件

原案どおり承認可決（別記）

第2号議案昭和36年度事業方針並びに収支予算及

び昭和36年度会謎決定の件

慧諜方針原案どおり可決（別記）

収支予算〃〃

昭和36年度会磯（案）

（）内は従前の会畿

正会員年額600門（450円）

学生会員〃400R(300R)

特別会員(乙種）〃1,000円（720円）

原案どおり可決

第3号議案昭和36年度借入金の限度に関する件

本年度借入金の限度を1,000万円とする

を議決。

第4号議案常務理事追加並びに補欠選挙に関する件

（1）測量指導部長を専任とし常勤の常務理

事をもって充当するため常務理事を1名

追加選出した。測没指灘部長・常務理事

成松俊男。

②常務理事のうち片山英夫，福田省一，

大隅清示の3氏は栄転離京し辞任の申し

出があったため，その後任3名を補欠選

挙した。（役員名簿別記）。

蝿
第5号議案名誉会員推薦の件

杉浦庸一紫よび片山茂樹の両氏を本会名

・誉会員に推薦することを議決一

第6号議案40周年記念事業に関する報告の件

記念事業資金募集状況（別記）

記念事業

1．記念造林，東京営林局平塚営林署

管内に約20haの部分林を設定一部

植付を行なった。

2．記念出版

私達の森林編集完了

林業技術先人伝印刷中

3．記念碑「職場の礎石」建立

4．林業技術センターの建設

2．40周年記念式典・同祝賀パーティ

総会に引続き午後3時から40周年記念式典が取り行

なわれ，引続いて祝賀のパーティが開かれた．
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第15回通常総会・40周年記念式典

斎藤美儲氏

陶玉田氏

西山久好氏

荒木正童氏

記念式典次第

開会

式辞松川理事長

名誉会員に感謝状臘呈

祝辞

農林大臣代理林野庁長官

衆議院議員

林業試験場長

中華民国台湾省政府林務局長

友好団体代表林野共済会長

会員代表静岡県林務部長

祝電披露

閉式

１
２
３
４

尊

５
６山崎斉氏

野原正勝氏 以_I二

役員名簿

昭和36年6月23日改選

氏名勤務先

松川恭佐

松原茂

成松敏男．

大久保恭林野庁治山課

横瀬誠之林野庁計画課

竹原秀雄林業試験場
川床典輝東京営林局

南率二東京大学

遠藤嘉数林総協

池田伍六本州製紙KK

杉下卯兵衛林野庁研究普及課
鈴木敏男林野庁業務課
木村購吉林野庁林産課

役員

理事

氏名

小田精

楠正二

松形祐尭

浅野正昭

公平秀蔵

大友栄松

森川通誠

右田伸彦

夏目正

飯島富五郎

金谷純男

山村誠治

吉田博

谷藤正之

奈良英二
北原完治

勤務先

科学技術庁

林野庁林産課

林野庁造林保態課

林野庁研究普及課

林野庁調査眺

林業試験場

東京都林務腺

東京大学

東京艇工大学
東京教育大学

十条製紙KK

王子製紙工業KK

三井木材工業KK

谷藤木材KK

林野庁監査課
王子造林KK

役員

理事長

専務理事

常務理事
《
’

監事

②貸借対照表昭和36年3月31日現在35年度収支決算報告

自昭和35年4月1日
至昭和36年3月31日

昭和

(1)損益計算書

！

借 方 貸 方

円
88割

望
8

8

5

謡’
"b1
538

218

453
157

183

300

000

円
叩
丞
叩
“
沌
叩
叩
凱
顕
鎚

０
３
８
８
９
０
０
６
７
５

０
１
０
４
６
５
５
２
２
９

卵
弘
廻
哩
的
塑
廻
兜
妬
印

，
３
，
９
１
９
〃

５
０
２
３
５
８
１

１

金
金
形
金
金
金
金
産
金
金

入
払
手
受
受
蠅
榊
財
辨
峅

払
倒
罐
本
趣
期

借
未
支
前
仮
貸
価
基
繰
当

金｜｜益 ９
１
０
２
３
０
１
２
６
４
《
９
２
４
０

０
０
１
１
１
５
６
１
８
０
２
１
２
６

７
５
７
７
８
３
２
６
１
４
９
０
２

３
５
１
３
４
－
４
．
２

金
金
金
金
金
品
品
金
用
定
物
品
備
券

貯
入
費
勘
建
備
証

掛
卸
掛
払
林
，

替
収
払
分
地
器
価

現
預
振
売
未
棚
仕
仮
前
部
土
什
設
有

損 金

円
期首棚卸1,090,866
期首仕掛品150,000
人件費10,379,947
運営費5,194,655
財産費385,”2
還元費4,596,412
技術振興費239,787
事業費63,6“,492
図書出版喪6,341,18の

｛
…識鱗リ
鴬〈2雛:：受

公租公課927,250

斎静徽謝息蕊鰡
貸倒金228,310
貸倒準備金繰入225,000
価格変動準備金

125,000
繰 入
雑損失3,280

当期剰余金1,609,533

円

|期末棚卸1,350,187
｜期末仕掛品261,400

1会饗収入4,678,490
財産収入429,300

聯業収入83,009,090

出版図･爵収入(10,248,802)

｜会誌販売収入（4,280,945）

｜斡旋事業収入（2,354,969）

，受託蕊業収入(5,701,985)

航測馴業収入(58,586,964）

検訂料収入（1,216,宛5）

|薦謄職
雑収入158,801

利子収入140,116

▲

●

’38,488,8811計 計88,488,881

(3)財産目録昭和36年3月31日現在

299,71011識脅会収入”8,667

228,310広告料収入
225,000,事務受託収入
125,0001
雑収入
3,2801利子収入

1,609,533

科 目｜金額摘 要

円
3，709，884
501,347

710,811

712,560

15,813,843

1,350,187

261,400

3，612，538

現 金
預金
振替貯金
売掛金
未収入金
棚卸品
仕掛品
仮払金

計 91.005,909計 91,005,909

－48－
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第15回通常総会・40周年記念式典

科 目｜金額’ 摘 要

前払費用
部分林勘定
土地，建物
什器備品
設備
有価証券

合計

借入金
未払金
支払手形
前受金
仮受金

計

正味資産

円
4，‘186,218
404，458
4,929,157

2，012，183
24,300

260．000

38，488，881

5,500,000

10,841,324

2，120，800
124,863
3，996．978

22．088，965

一般7,308,040円
16,404,916挿菖部9,011,876

合 計38,488,881

(4)剰余金処分索

1．繰越剰余金8,462,752円

1．当期剰余金1,609,533円

計10,072,285円

これを次の如く処分する。

1．納税引当金600,000円

1．退職給与積立金1,500,000円

1．設備拡充資金積立金3,000,000円

1．後期繰越金4,972,285円

以上のとおり決算報告いたします。

昭和36年.6月23日

社団法人日本林業技術協会

理事長松川恭佐

昭和36年度事業方針

創立40周年の記念すべき年に当って，今後の発展を

期するために，会の目標を明らかにし，各種の施策や事

業を積極的に遂行することを方針とするが，特に次の諸

点に重点を指向する。

，、40周年記念事業の達成を期する。

2．会員の組織する会団であることをモットーとして

各種の施策を推進する。

3．支部の組織を強化整備し，連合会の活動を有意義

に積極化する。

4．出版，販売，斡旋，その他の事業については公益

性と収益性を考慮して積極的に実施する。

5．事務局の内部機構を整備して事務能率の向上を図

る。

6．測量指導部はその使命を明確にし，必要な人員と

施設を整備する。

昭和36年度予算

(1)一般会計

収入

項｜目｜金額｜摘 要

会費収入

財産収入
事業収入

其の他
収入

小計
測量指導
部特別会
計繰入

合計

支

会費収入

会館収入
印税収入
出版図書
収入

斡旋事業
収入

受託事業
収入
広告料
収入
受入利息
雑収入

出

門
6，800，000

300，000

1，830，000

10,799,000

10,500,000

正会員600円×10,000名
＝6,000,000円

学生会員400門×
1,000名＝400,”0円

乙，特会員1,000円×
400名=400,000R

貸室料月25,000円

定期刊行物4,832,500円

識鶏5,6912500R275,000R
百科事典2,000部

6,700,000R
材積スケール9,000部

3,800,000円

山梨県点有林検測

人件費分

5，000，000

360,000

20,000

50，000

35，659，000

3，052，100

艤議算
2,657,100円
128,000円
265,000円

|38,7'','001

項 目｜金 額｜摘要
人件費
運営費
財産費
還元費
事業費
図書編集費
図書出版費
斡旋事業費
受託事業費
予備金

8,298,500円
1,476,000

939，000

5,180,000

22，727，500

（饗0,000）
(8,717,50の

脇::::3
90，100

合 計38,711,10。’
(2)測量指導部特別会青｜

収入

項目｜金額’摘要
事業収入
其の他収入 ’"，協::::門|預金利息及び雑収入
合 計161,527,2001

支出

項 目l金額’摘要
人件費
運営費
研究指導費

箪緊豊
一般会計繰入れ
予備金

8,275,200R
2,915,000

530,000

3,250,000備品費，施設費
40,860,000

3，，052,100
2，644，900

合 計161,527,200

－49－
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日林協創立40周年記念事業資金募集額一覧表

(昭和36年6月22日現在）
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円
105，000
100，000

186,000

66，000

132,000

30，000

12,600

30，000
38,000

62，100

山梨県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
犬阪府
兵庫県
奈良県

和歌山県

鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎．県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

12，
11,

8，
18,

12，

362

313

310

268

112

も

106，400
201,600

66，000

140,100

30，000

12,600

302000
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40027
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000
募金貝込額
80，00037

;i,
100

400

000

9!!1
260

800

600

5492009

110,000

21,000

64，000
110,000

66，000

10,900
18,000

120,900

89，000
64,000

1.10,000,

7，200
66，000

35,W:5661000’,17，300’
52,0001

＝
239000

400

200

100

900

000

１
，
，
，
ｙ
３
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１
２
７
６
３
１
８

４
２
３
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249，

282，

368，

4，799，

103,

46，

12，
30,

50，

25，
150,

97，
93，

101,

44，
30．

’
7，200

5,300135,E;66610001，，2，000’
52;6661

42":6551000’32,0001 11,000

蝋
:::;;|

募金見込額
60，000

53,000

40，100

30，000

募金見込額
7，400

64，500

78,600

,2,000蕊金見込額
50，000

55,400

2,598,160

17,800

39，500
828,000
188，998

8，467，358

000

260

鑿’
6001
0001

:::’
0001

20，000

72，000

12，000

50，000

2，417，700

１
９
〃
，
△
，
７

２
３
５
２
６

5，40

180，46

０
０

800

800

000

』

計

林業試験場
大学支部
中央会社団体
個人会員

総計

募金見込額
100,000

東京都

神奈川県
富山県
石川県
福井県

5，800
９
２
３
３

翠
鋤
鋤
釦

17,000

30，000
30，000

30，000

800

000

000

000

倭

兵

収 支 出入

｜摘目｜金科 摘要｜科目

円
８
３

額
妬
認
７
４

６４

金
＆

金額

円
152，028

170，457

42,300

364，785

要

記念事業費

事務費

支部所要経費

計

募集資金

利子収入

記念碑建設費，記念造林費，記念出版費

通信費，会議費，交通費，事務費，旅費

計 8,471,901

差 引残額 8,107,116円

昭和36年7月10日発行

林業技術第233号

編集発行人松原茂

印刷所・合同印刷株式会社 I
発行所社団法人日本林業技術協会

東京都千代田区六番町七番地
電話(331）4214.4215

〔振替東京60448番）

－50－
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特許エンドレス集材機索道機械器具測量設計監督
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エ ンドレス式なら……

塚本．／
夢

カタログ員曽呈

ツカモト”の四大発明･･･

特許エンドレス索張法

曲線集材

交走式木寄作業

H型ケーブノレクレーン

（±場、貯木場）

－60型

胴築材識蕊
蕊
蕊
鰯

堂
！ 支店・出張所

人吉大分一山I塗広職青森

旭川米子雛岡名古屋獄E1.1

ｲ梗淵溌区南111丁26TEL955-5251

宮崎

札幌

東京

(/代）4－3231本花ヒエ場熊本市西刻く前寺町~163 電
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ND｡F｡式自動車用ウインチ
h

特許第209380号一
侭

、

式
自動車の動力を利用

して荷役作業並各種

作業に安全・経済・

迅速なる画期的機動

化の機械。

自動車動力興業株式会社
本社東京都中央区日本橋茅場町2の12Tel(671)8289

製作工場電気興業株式会社羽田工場
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ま常に躍進する.ノ

“ず晋の
林業椴輔用エンジン
19馬力～230馬力（ディーゼル）

倉0馬力～145馬力（ガソリン）

朴重鋤嘘騒化膿酋寸きず必嬰と＊って米さした。
錐9槻，ルザタター、プルードーザー．剛磁削
倒掛緋“蝿か林錐"l紺瞬械卿急潟性撹いすぎ助
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ぞずb19脳〃か““‘M郷営で体罰侭俄，岨礎磯
拙の動力川ニンジンとしてif股も適しね勅ﾉJ聯＄
伽L謹寸も
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です。
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カタログ進呈します

K･K･ヤシマ農林器具研究所
東京都文京区小石川町1～］（林友会館内）
TEL(92)4023振替東京10190
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林業機械用

鉱山索道用

土木建設用
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本社大阪市北区中之島2－18電(23)5951代

営業所東京都中央区日本橋江戸橋1~3.電(281)3151代
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山林、治山、土木建設に

遊星歯車式ｸﾗｯﾁ採用PB型〃
全国各地代理店網完備
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各種有

PB型10馬力付

金 崎工業株式会社
本社秋田県能式市養蚕TEL579.11261
東京出張所東京都千代田区神田栄町19TEL(831)74041
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秋田興業の最新式軽便送材車帯鋸盤
42''-44"MS型超高速度

７
千
刺
７
ヶ
底
．
１
Ｊ
》
野

穂
窪

‐1．挽き曲りが無く製品が正確て
ある

特2．薄鋸使用により歩止りが良く
経済的

徴3．強力なる設計にして糖度高く
作業は絶対安全

－4．操作が容易で未経験者でよい

’ ’
カタログ、見積書

申込次第急送

秋田興業株式会社
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⑨優秀な設計による高精度，超小型

⑳林野庁御指定並に御買上げの栄

②括目すべき幾多の特長

1．望遠鏡は内焦式で極めて明るく，スタジヤ加常

数は0，倍常数は100で倒像(P,)及び正像(P9)

2．十字線及スタヂヤ線は焦点鏡に彫刻

3．水平及高低目盛の討寂は10′と5'

4．微動装盃は完備

5．閥顕への涙付は容易，整準は簡単且正確

6．三脚はジユラパイプ製，繧沢はポールへ唾付け

7．本器1kg,ヨ郷1.4kg,全装4kg

▲一

明 光産業株式会社
東京都文京区小石川町1の1林友会館
電話小石川（921）8315～16

哩録進呈）

ケースは硬質塩化ピ砲弾型

価格P,33,000R(本器及三脚一式）
P237,000円（微動盤準台付）
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全2-蕗色色

特 許林業用固形肥料
@1･2･8号
ちから粒状1．2．s号

○林木に適した成分比○流亡，損失が少なく，肥もちがよい

○中性肥料である○使い易く，経済的である。

総販売元日本林業肥料株式会社
東京都港区芝琴平町34

電話（501）9226，9556

製造元日本肥糧株式会社
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グリーン・エージ・シリーズ.ノ
新刊中島茂・森八郎共著
角へ一

⑩ しろありの知識
主な内容

シロアリの研究．シ陣7．リの砿傾と分布・シロアリ

の生態・シロアリの被害．シ1.アリの探知法・探知

法各論・シロアリ防除法・防除法概説・防除法各論

B6･(写真150･図表100挿入）美装頓

■￥380円〒80円

、~～～‐～～､好評発売中一

①辞典林業新語500

．②安倍慎箸百万人の木材化学

各冊B6③池田真次郎箸森林と野鳥の生態

ビニール．⑤吉田好彰雛修木場の歴史

美装頓⑥佐藤武夫箸森林と水の理論
350門〒共⑦宮原省久著日本の製材工場
一

⑧山崎慶一箸転換期に立つ日本林業
⑨ニ限り

￥250〒50⑨瞥畿二儲箸山地農業と治山
千葉春美著コバハンの手引き

（￥90円）
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(月刊）7月号7月1日発売(B5)

林業・木材関連産業のことなら何てもわかる
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東京都千代田区大手町2の4新大手町ピル

振替東京180464電話東京（211）2671－4森林資源総合対策協議会

農学博士飯塚肇著理学博士宇田川竜男著

野生鳥獣の儒菫と防除 有
；

熱帯の有用樹帯 用
A5判427頁写真160葉図版46葉A5判280頁図版113葉
上製本・箱入・ポリエチレンカバー付800円上製本・箱入・カバー付600円
奥地林の急速な開発にともなって，生息地を奪われていく野生東南アジアの震源開発に関心が高藍っている折柄，南方林業に
鳥獣による被害は年盈増加の傾向にありますが，その生態に深 経験豊かな著者がそのうんちくを傾けた南方樹諏の手引答。
い愛着をもつ著者が．15年の長きにわたり全国を踏破して得た
賓斜に基づき．その防除と保護についてまとめたもの。

樺太林業史編纂会編
理学博士林弥栄著

樺太林業史日本産針葉樹の分類と分布
A5判390頁写真43葉巻末写真24頁B5判本文450頁写真63頁樹種分布図78葉
上製本・箱入・布クロス装・カバー付1000円一上製本・箱入・布クロス装・

ポリエチレンカバー付3000円樺太が日本領となった明治38年8月より終戦に至る40年間の
樺太林業の足跡を．あますところなく記録した，文献としても広汎なわが国土に分布する主要針葉樹の実態を．20余年間にわ
絡好の醤。たり驚異的な努力と的確さをもって集大成された不朽の名著。

農学博士伊藤一雄著 農林技官野原勇太著

林木の耐病性一林木の病害と育種一 実験スギ赤枯病の防除
A5判223頁写真125*

上製本・箱入・ポリエチレンカバー付450円B6判150頁原色写真版3葉260円
林木の耐病性あるいは病害に対する抵抗性と育甑との関係はま伝染力が強く，被害の大きいスギの赤枯痛に，科学的防除法を
ことに複雑な問題ですが，海外の多くの文献について研究の緒砺立し．その研究と普及の功織により艇林大臣徴を受賞した。
果いろいろな問題を解明し,資重な街料を提供された。これを実務的にわかりやすく解説した誉。

農林出版株式会社
東京都港区芝新橋4丁目40番地
電話（431）0609．1754番
振替・東京80543番
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レーマー皮剥ぎ機
西ドイ'ｿ.レーマー社製

ポータブル

REB~15型

ガソリンユーンジン

（1.5座)駆動

RE~15型

モーター(0.8r)駆動

⑯ウエスターン｡ﾄﾚー デｨﾝグ株式会社
本社東京郁港区麻布箪笥町58番地TEL(481)2111～8

営業所大阪市西区靭本町1の75TEL(44)2175～6

営業所福岡市天神町88番地ノ10号西専会館内TE､L(75)1570
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欣画ムライトチエンソー
伐木造材い猟も好調
戸 1

へ

どんな樹種でも切味よく作業がはかどり取扱が

簡単，しかも維持費がどのチエンソーよりも安

く済みますので非常に経済的です。

最も古い歴史を持つホームライトチニンソーは

現在国有林・民有林を通じ最高の普及率を示
し，本機の優秀性を立証しています。
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十
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送
料
六
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ド
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鉛
白
白

ホーハライト
アラツシユカツダー

力

ダイレクトドライブ5馬力・6馬力・7

馬力，ギヤ ドライブ7馬力。

ソソーエンジン利用の

地栫え下刈り兼用機。

キシプルシヤフト式で

ら保守取扱が容易であ
且軽量強馬力で作業が

出来ます。

ブラッシュキング専用下刈機等各種取揃

白本統代理店

商工株式
弦
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釧
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東戒

東京都

大阪

札幌

都千代田区神田五軒町4

千代田区神田田代町20m松ピル

市荊脚区上柵冊iW1－56

市北四条西7丁目
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電名古屋市中区蒲焼町 3～4宝塚ピル
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